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令 和 ６ 年 ３ 月 定 例 会 

 

令和６年３月１１日（月曜日） 
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１４番 細 矢 誓 子 議員   
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 ８番 佐 藤 修 二 議員   
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 田 川 美和子 事 務 局 長  鈴 木 淳 子 主 幹 

 須 藤 隆 一 議 事 係 長  嶋 田   愛 主 査 

 

◎ 説明のため議場に出席した者の職氏名 

 森 谷 俊 雄 町 長  河 内 耕 治 副 町 長 

 板 坂 憲 助 教 育 長  真 木  雄 監 査 委 員 

 須 藤 俊 一 
防災・危機管理監兼 
総 務 課 長  真 木 秀 章 防災危機管理課長 

 日 塔 俊 浩 空き家対策主幹  牧 野 隆 博 
政 策 推 進 監 兼 
企 画 財 政 課 長 

 佐 藤 晃 一 まちづくり推進課長  今 田 史 明 生活環境企画主幹 

 今 部 憲 治 税 務 町 民 課 長  矢 作   勲 健 康 福 祉 課 長 

 池 田 恵 子 子育て支援主幹  宇 野   勝 
農林振興課長併 
農業委員会事務局長 

 軽 部 広 文 商 工 観 光 課 長  土 方 一 郎 都 市 整 備 課 長 
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 秋 場 弘 昭 学 校 教 育 課 長  日下部 敦 子 生 涯 学 習 課 長 

 鈴 木 淳 子 監査委員事務局長   

 

◎ 議 事 日 程 

 

令和６年３月１１日（月） 午前９時開議 

 

 議事日程第３号 

   日程第１   一般質問 

   日程第２   議案の審議、採決 

     議第１８号  組織機構改編に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について 

     議第２１号  河北町特別職に属する者の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定 

            について 

     議第２２号  河北町会計年度任用職員の勤勉手当の支給に伴う関係条例の整備に関する条 

            例の設定について 

     議第２５号  河北町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

     議第３１号  河北町定住促進住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

     議第１０号  令和６年度河北町一般会計予算について 

     議第１１号  令和６年度河北町国民健康保険特別会計予算について 

     議第１２号  令和６年度河北町西里財産区特別会計予算について 

     議第１３号  令和６年度河北町介護保険特別会計予算について 

     議第１４号  令和６年度河北町後期高齢者医療特別会計予算について 

     議第１５号  令和６年度河北町水道事業会計予算について 

     議第１６号  令和６年度河北町下水道事業会計予算について 

   日程第３   予算審査特別委員会の設置構成及び予算議案の特別委員会付託 

                                         休  会  

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第３号のとおり 

 

◎ 開   議 

                  午前９時 

○丹野貞子議長 おはようございます。 

   本日の欠席通告議員は８番佐藤修二議員で

あります。 

   ただいまの出席議員数は13名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

   本日は、平成23年３月11日に発生しました

東日本大震災から13年を迎えます。午後２時

46分から１分間、黙祷をささげたいと思いま

すので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

○丹野貞子議長 日程第１、一般質問を行います。 

   一般質問の時間は、答弁を含めて60分であ
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ります。終了５分前に振鈴で知らせ、60分で

打ち切ります。 

   本日は、７番木村章一議員からであります。 

   ７番木村章一議員の一般質問を行います。 

   「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 一般質問を行います。 

   今回の一般質問は学校統合問題ではありま

すが、河北町政を担当されて６年目となる森

谷俊雄町長が人口減少への対策を諦めている

のではないか、本気になって本腰を入れて人

口減少対策に取り組む意思があるのか、お聞

かせいただくことになると思います。生まれ

続ける新しい河北町民となる子供たちの人口

減少を押しとどめ、人口増に転換させる決意

とやる気、アイデアがあれば、学校統合への

取組方が違うのではないでしょうか。 

   そこで、質問の１は、６つの小学校を１校

に統合すること、さらに小学校と中学校を一

緒にして小中一貫校にすることは、教育のた

めの理論からではないと指摘申し上げますが

どうでしょうかということについてでありま

す。 

   質問要旨の１は、小中一貫校は、８次総合

計画やあり方検討委員会でも議論されず、地

域への説明会の直前に出されましたが、教育

のための理論からも異論が多く、小中一貫校

に取り組まないようにすべきではないかとい

うことについて、町長の考えを伺います。 

   質問要旨の２であります。答申は小規模校

の弱点と大規模校の利点に多く注目していま

すが、文科省通達の中で「小規模校には教職

員と児童・生徒との人間的な触れ合いや個別

指導の面で利点も考えられる」とし、学年単

学級や複式学級の学習定着度が高いという調

査結果があることなどにも着目すべきではな

いでしょうか。 

   質問要旨の３は、答申と素案ではクラスの

望ましい児童数を21人から30人としています

が、教育先進国と言われる国々では20人程度

の少人数のクラス定数であります。小規模校

は、結果として少人数学級が実現できるので

はないでしょうか。町長の答弁を求めます。 

   次は、質問の２であります。 

   2018年までの「小学校の将来を考える会」

では、小学校統合はせず、地元で意見がまと

まったときに統合も進めるとしています。ま

た、2022年のアンケートでは、１校に統合は

11％でした。これらの経過や意見をなぜ無視

するのでしょうか。 

   質問要旨の１は、2018年まで検討を続けた

小学校の将来を考える会では、小学校統合は

せず、地元で意見がまとまったときにその小

学校の統合を進めるとしていましたが、その

結論はどのように扱われているのでしょうか。 

   質問要旨の２であります。2022年のアンケ

ートでは、１校統合は11％だったのに、これ

らの経過や意見はなぜ無視されたのでありま

しょうか。 

   次は、質問の３であります。 

   小学校の１校統合は、地域振興や町の発展

に逆行するのではないでしょうか。 

   質問要旨の１は、河北町では、地域振興を

求めて、地域で力を合わせて小学校建設に取

り組み、今でも学校行事に全地区民が参加す

る地区が多い状況があります。地域振興と小

学校の存在をどう考えているのでしょうか。 

   質問要旨の２であります。子供が歩いて通

える小学校配置が望ましいという強い声があ

ります。どう考えるでしょうか。 

   次は、質問の４であります。 

   小学校を統合し、さらに小中一貫校にする

と、学校維持のための国からの収入が年間計

8,200万円から年1,200万円に激減し、また、

小中一貫校は建設費補助がないことについて

はいかがお考えでしょうか。 

   質問要旨の１は、地方交付税では、小学校
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１校に約1,200万円、年間当たり、６校で約

7,200万円、年間です。中学校は約1,000万円、

年間が投入されますが、１校に統合し小中一

貫校にすると、１校分の1,200万円、年間当た

り程度に激減するのではないでしょうか。 

   質問要旨の２であります。小中一貫校は、

建設費補助が見込めないのではないでしょう

か。 

   質問要旨の３であります。十分に長寿命化

の整備をして、学校は学校として活用するこ

とがベストではないでしょうか。 

   以上、町長の答弁を求めます。 

○丹野貞子議長 ７番木村章一議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 おはようございます。 

   ７番木村章一議員の一般質問にお答えいた

します。 

   最初に、６つの小学校を１校に統合するこ

と、さらに小学校と中学校を一緒にして小中

一貫校とすることは、教育のための理論から

ではないと指摘するがどうか、この点につい

てお答えいたします。 

   １点目の、小中一貫校は、第８次総合計画

やあり方検討委員会でも議論されず、地域へ

の説明の会の直前に出てきたが、教育のため

の理論からも異論が多く、小中一貫校に取り

組まないようにすべきではないか、この点に

ついて申し上げます。 

   第８次河北町総合計画におきましては、「小

学校のあり方については、就学年齢人口の動

向を踏まえながら、教育関係者や保護者、地

域住民など町民各層の議論を重ね、子どもた

ちにとってよりよい教育環境の構築を目指し

て検討します」としてあります。また、第２

次河北町教育振興計画の改定版におきまして

も、児童生徒数の減少を受け、生き生きと学

び合い、高め合いながら時代を担っていける

ように、学びの環境の改善について、今後５

年間の検討施策としております。 

   この２つの計画にある子供の教育環境の改

善に向けて、検討委員会を立ち上げて議論を

開始していただいたという経過でございます。

これまでの議論も踏まえて進めさせていただ

いております。 

   小学校のあり方検討委員会の答申では、中

学校との一貫した教育活動が展開できるよう

にすることに触れております。その答申を受

け、町の教育委員会では、一貫した学びの環

境として、小中一貫型小中学校の設置として、

基本方針のこのたびの素案の中に盛り込んだ

ものと認識しております。 

   小中一貫教育は、小中連携教育のうち、小

中学校が目指す子供像を共有し、９年間を通

した教育課程を編成し、系統的な教育を目指

す教育であります。小中一貫教育の取組は、

文部科学省の調査によると、９年間の一貫し

た教育目標やカリキュラムを設定したことや、

小学校における教科担任制の実施など、その

特徴を生かした取組により、９割の実施校で

成果が上がったとされております。 

   先行事例を参考にしながら、河北町におい

ても、目指す子供の姿に迫るために、施設一

体型の校舎で、児童生徒、教職員の交流、施

設面の利活用を通して教育効果を高め、そし

て、現在の連携から一歩進んだ取組を進めて

いく必要があるとの考え方が示されたものと

理解しております。 

   ２点目の、答申は小規模校の弱点と大規模

校の利点に多く注目しているが、文部科学省

通達の中で、「小規模校には、教職員と児童・

生徒との人間的な触れ合いや個別指導の面で

利点も考えられる」とし、学年単学級や複式

学級の学習定着度が高いという調査結果があ

ることなども注目すべきではないか。この点

について申し上げます。 
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   小規模校には、一人一人に目が行き届きや

すいことや丁寧な指導ができるといった利点

があることは、十分に承知しているところで

あります。小学校のあり方検討会でも、小規

模校のよさについて意見が出されましたが、

答申においては、今後想定される児童数の急

激な減少、子供の学びの環境の変化はとても

大きいものがあるとの大方の認識になったも

のと受け止めております。 

   教育委員会における河北町立小学校の整備

に向けた基本方針、その素案では、小学校の

発達段階において、一定規模の集団で多くの

仲間と関わり、多様な考え方に触れることは、

社会性を育む上でとても大切な経験であり、

自分の考えをじっくりと練り上げて、互いに

協力し合い、励まし合い、競い合い、切磋琢

磨できる教育環境は、自分や他者のよさに気

づく機会になること、ＩＣＴ等の活用もあり

ますが、子供同士の実体験を通したつながり

を、多くの仲間と過ごさせたいとの考え方が

示されたものと理解しております。 

   ３点目の、答申ではクラスの望ましい児童

数を21人から30人としているが、小規模校は

結果として少人数学級が実現できるのではな

いか、この点について申し上げます。 

   学級規模については、国の法令により基準

が定められ、さらに、県の施策である教育山

形さんさんプランにより、33人学級を基本と

しているところであります。本町の小学校の

現状を見ますと、令和６年度の入学者は、谷

地西部小学校、北谷地小学校を除く学校では

２桁の入学者数ですが、令和７年度以降は、

西里小学校と溝延小学校も加えて入学者数が

１桁の状況となります。 

   これらの状況を受けて、小学校のあり方検

討会では、たくさんの仲間と過ごさせたい、

よい意味での競い合い、切磋琢磨ができる環

境をつくりたい、少ない人数だと人間関係が

一度崩れると回復できにくいなどの意見も出

されたということであります。 

   現在、教育委員会では、学習・生活指導補

助員を学校規模に応じて配置、子供の学びや

学校生活を支援しております。どのような規

模になっても、子供が生き生きと学校生活が

送られるよう、支援体制を整えていく必要が

あると考えております。 

   次に、2018年までの小学校の将来を考える

会では、小学校統合はせず、地元で意見がま

とまったときに統合を進めるとしている。ま

た、2022年のアンケートでは、１校に統合は

11％だった。これらの経緯や意見をなぜ無視

するのか、この点についてお答えいたします。 

   １点目の2018年まで検討を続けた小学校の

将来を考える会では、小学校は統合せず、地

元で意見がまとまったときその小学校の統合

を進めるとした結論はどのように扱われてい

るのか、この点について申し上げます。 

   平成29年度に各小学校区から、地域代表、

ＰＴＡ代表、幼稚園代表などの立場で15名で

構成し、小学校の将来を考える会を３回開催

している経過があります。１回目では、河北

町立小学校の現状と見通しについて、２回目

には、学区再編の経緯とコミュニティ・スク

ールの制度について、３回目には、統合した

場合の将来の小学校について話合いが行われ

ました。小学校の将来を考える会では、今後

10年間の児童数やクラス変遷を考え、クラス

の変遷ですね、変遷を考え、小規模校の課題

があるとした上で、今後の教育委員会の役割

として２つ掲げられております。 

   １つ目は、地元の方からの統合に対しての

要望、意見をいただくまでは、小規模校であ

ることのメリットを生かし、児童の教育を行

うこと。２つ目は、適正規模・適正配置につ

いて町民への周知を図ること。これが示され、

どのような形で行うか検討するということで
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あります。 

   １つ目の小規模校へのメリットを生かした

教育活動については、学校訪問、授業研究会

を通して、学校の課題を受け止め、授業研究

会等で指導助言を行ってきており、子供が学

ぶ環境づくりを支援しております。２つ目の

適正規模・適正配置の周知については、令和

４年に小学校のあり方検討委員会を立ち上げ

たことで、改めて周知できるきっかけにもな

ったと捉えております。 

   地域の理解が必要である。このことは十分

承知しております。しかしながら、子供の学

びの環境を考えたときに、平成29年度の出生

数は120人でありました。今年度は、今月末ま

でに60名に達するかどうかという状況であり

ます。この急激な児童数の減少を踏まえれば、

小学校の在り方を改めて検討することは避け

て通れない状況にあると、そういった状況に

直面していると考えております。 

   ２点目の、2022年のアンケートでは１校統

合は11％だったのに、これらの経緯や意見は

なぜ無視されたのか、この点について申し上

げます。 

   町民アンケート調査では、「統合は必要で

ある」が７割の回答でした。統合の校数につ

いては、意見が分かれていました。１校に統

合を選んだ方は11％、２校に統合は23％、３

校に統合は28％、４校に統合は26％、５校に

統合は９％、学区の見直し等の必要が３％で

ありました。 

   しかし、１校から４校を選んだ理由につい

ては、地域特性を考慮した統合、クラス替え

ができる学年規模、複式学級の解消、多様性

を高める指導など、どの校数を選択したとし

ても共通する理由が挙げられました。当初は、

検討委員の中でも、統合に慎重な意見や段階

的な統合なども意見があったと承知しており

ます。検討委員会では、これからの社会を生

きる子供の目指すべき姿を共有し、そのため

にどのような教育環境を整えていくべきかを

柱に据え、１校に統合する、段階的に統合す

る、統合しない、この３つの立場で、メリッ

トやデメリットなど議論を重ねた経過がござ

います。 

   １校に統合の場合は、小学校の発達段階に

おいて、社会性が育まれる大切な時期にクラ

ス替えができる学校規模は必要であること、

教員数が確保されることで児童理解がより深

まり、一人一人のよさを引き出す指導ができ

ること、一人一人に合った多様な教育活動が

展開できること、また、危機管理の面では、

組織的な体制で対応ができることなどがメリ

ットであると意見が出され、逆に、児童にと

って活躍の場が少なくなること、児童一人一

人に目が届きにくい場合があることなどがデ

メリットとして挙げられました。 

   段階的な統合の場合は、複式学級が解消で

きる学校規模が確保できること、既存校舎の

利活用ができることなどが挙げられ、一方、

児童が２度の統合を経験する可能性があるこ

と、児童数の推移を見たときに、統合しても、

すぐに学年単学級、１クラスの学年となるた

め、クラス替えができなくなることなどが挙

げられました。 

   統合しない場合は、近い将来、極小規模校

となり、極めて小規模な学校となり、人間関

係の固定化や、多様な考えに触れる機会がな

いといった生活・学習環境が課題になること

が挙げられ、また、複式学級については、児

童にとって自ら学ぶ姿勢や学び方が身につく

ことなどのメリットがある一方、児童が多様

な考えに触れる機会が少なくなること、教員

にとっては、特別の指導方法が必要になるこ

と、複式学年の授業の準備が必要になること

など、業務負担の課題も挙げられました。 

   これらの議論を経て、最終的には、１校に
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統合することが最適であるという考えに整理

され、子供たちにとって最適な学びの環境を

構築するため、できるだけ早い統合に向けて

取り組むよう求める答申になったと承知して

おります。あわせて、校舎を新設し、中学校

との一貫した教育活動を展開できるようにす

ることをはじめとする、学びの環境を整える

ことや、特色ある教育、教育課題に対する対

応について示されたと報告を受けております。 

   次に、小学校の１校統合は、地域振興や町

の発展に逆行するのではないか、この点につ

いて申し上げます。 

   まず、１点目の地域振興と小学校の存在を

どう考えるかについて申し上げます。 

   これまで地域に根差した祭りなどの伝統文

化は、児童数の減少や継承の担い手不足など

により、地区の伝統を継承できる取組が縮小

している現状があるようです。近年では、谷

地どんが祭りについても、はやし屋台を出せ

ない町内会も増えてきております。当番地区

の子供たちだけでなく、他の地区の子供たち

も参加して、各地区の祭りに協力している姿

も見られました。 

   こうした状況について、検討委員会でも議

論になったということであり、どの地区に住

んでいる子供たちでも、幅広く地区の行事に

触れることができる教育課程を編成していく

ことによって、地域の方との実体験を通した

交流は重要なことと考えております。 

   また、令和３年度から各小中学校にコミュ

ニティ・スクールを設置し、学校運営協議会

を通して、学校と地域住民等がお互いに協力

し、学校運営に取り組んでおります。学校運

営に地域の声を積極的に生かし、河北町全体

で河北町らしい特色ある学校づくりを進めて

いくことが重要であると考えております。 

   地域振興と小学校の存在についての関係性

は認識しておりますが、小学校の在り方につ

いては、子供たちにとっての学びの環境を整

えることを第一義的に考えるべき重要課題と

捉えており、その上で、地域振興についても

重要な課題として、現校舎の利活用を含め検

討していくべきものと認識しております。 

   ２点目の子供が歩いて通える小学校配置が

望ましいという強い声があるがどうかについ

て申し上げます。 

   地区懇談会においても、子供が歩いて通え

る小学校配置が望ましいというご意見を頂戴

したことは承知しております。１校に統合し

たとしても、子供たちの学校生活を第一に考

え、子供一人一人が伸び伸びと自己実現がで

き、安全・安心な学校生活が送れるようにす

ることは変わりございません。文部科学省で

は、徒歩通学は距離にして４キロメートル、

時間にして約１時間としております。本町に

おいては、通学に対する配慮として、登下校

の子供たちの安全を考慮し、年間を通して安

全な通学路の確保に努めていく考えでありま

す。そのようなことから、おおむね２キロメ

ートル以上はスクールバスの利用を考えてい

るところであります。 

   次に、小学校を統合し、さらに小中一貫校

にすると、学校維持のための国からの収入が

年間8,200万円から1,200万円程度に激減し、

また、小中一貫校は建設費補助がないことに

ついて、お答えいたします。 

   この１点目の統合による地方交付税への影

響、２点目の建設費に対する補助、これにつ

いては、併せて申し上げます。 

   令和５年度の地方交付税の小学校費、この

小学校費は、児童数で約4,700万円、学級数で

約6,900万円、学校数で約7,200万円という３

つの項目で算定されております。中学校費で

は、生徒数で約1,700万円、学級数で約2,200

万円、学校数で約1,000万円と算定されており

ます。これが現在の河北中における算定です。 
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   小学校を統合すると、学校数は６校から１

校に減少いたしますので、それだけ学校数を

基礎とした項目について算定額が当然減少す

ることになります。小中一貫型小中学校とな

っても、中学校は存在しますので、中学校費

における中学校数の算定には変化は生じない

と考えられます。 

   以上の中で、地方交付税の減額に伴う財政

面への影響ということで申し上げますと、統

合することによって、学校運営に係る経費も

少なくなります。そういった意味から、交付

税算定面からだけでなく、歳入歳出両面から

検証してまいります。 

   また、小学校及び中学校の建設費補助につ

いては、小学校及び中学校整備それぞれの補

助制度において、小学校の統合については、

整備費の２分の１が補助対象となり、中学校

の改築等の整備については、建物の老朽化な

どに伴う、そういった点に着目した補助制度

となっております。小中一貫となる校舎の整

備については、本町の小学校・中学校の実情

に即して、補助対象の可能性について今後精

査していく必要があると考えております。 

   いずれにしましても、小学校の在り方につ

いては、中学校も含め、児童生徒の学びの環

境を整えることを第一義的に検討し、あわせ

て、財政面での検討についても、様々な観点

から検討を加えながら対応していく必要があ

ると考えております。 

   ３点目の十分に長寿命化の整備をして、学

校は学校として利用していってはどうかにつ

いて申し上げます。 

   令和３年３月に河北町教育委員会で、河北

町学校施設長寿命化計画を示しております。

河北中学校については、昨年行った耐力度調

査によると、早急に対応する必要がある施設

ではなく、長寿命化計画を進めながら使って

いくことも可能とされております。計画の位

置づけとして、長寿命化の考え方を基本とし、

維持修繕を行いながら機能的な改修を行った

上で、現在の学校を維持していく考え方に立

った計画となっております。 

   一方、小学校のあり方検討委員会において、

急激な少子化や、これからの校舎の老朽化へ

の対応、子供たちにとって最適な学びの環境

を構築するために、できるだけ早い統合に向

けて取り組むよう求められたことの意味は大

きいと受け止めております。また、最適な学

びの環境として、小中一貫型小中学校として

整備することが最善であるという、素案にお

ける教育委員会の考え方は尊重すべきものと

考えております。 

   いずれにしましても、既存の小学校校舎は、

将来の地域振興の核として大事な財産であり

ます。様々な利活用、地域と一緒に考えてい

く必要があると考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 再質問いたします。 

   議論の前提として、まず町長にお聞きした

いんですけれども、河北町の子供たちの人口

減少の状況でありますけれども、ここ、2020

年からこちら、コロナ禍の影響で子供の出生

状況にも大きな影響があったのではないか。

それが、今、数字に、これから先のですね、

10年先ぐらいのところの子供たちの、小学校

の子供たちが減っていくのではないかという

数字に影響を落としているのではないか。こ

のコロナ禍を越えて、これから先、これまで

もいろいろな少子化対策は実施されてきてお

りますが、さらにアイデアを凝らして、そし

て、子育て世代の気持ちを変えて人口増やし

ていく、子供たちの人口を増やしていく、そ

ういった取組についての町長の気持ちですね。
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いろいろ、これまでもいろいろやってきたけ

れども、もう駄目だと、もうこの減っていく

傾向は止められないというふうな諦めの気持

ちがこの学校統合問題に、私、表れているの

ではないかと、そういうように思うんですが、

そのことをまず最初に町長にお聞きします。

いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 先ほども申し上げましたように、

100人を超える子供が毎年生まれてきた当町

において、私就任の年に２桁に、98人、そし

て今年は、先ほども申し上げましたように、

60名に達するかどうか、切るかもしれない。

この数字は、厳然として直視しなければなら

ないというように考えております。 

   私は、就任以来、子育てを中心に、高校生

までの医療費の無料化、出生時、小学校、中

学校、さらには高校への進学時への子育て応

援のための給付金、そして本年度からは、学

校の、小中を含めた学校給食の無償化、最重

要課題として取り組んでおります。また、教

育環境についても、できる限りの学校現場に

即した支援措置を行ってきている自負がござ

います。急激な、さらにそこにコロナも追い

打ちをかけた形でのこの現状、ここから目を

そらすことはできないというのが私の基本認

識であります。 

   その中で、河北町の出生数の減少に歯止め

をかけ、そのためには、河北町は住んでいい

ところだ、住み続けたい、そして、とりわけ

若い世代から河北町に住みたい、魅力ある町

として、そこに向かっていかなければ、人口

減少に歯止めはかけられない、出生数の増に

転じることは厳しい。そういう認識でありま

す。諦めてはおりません。諦めていないから

こそ、教育にも私は一歩踏み出そうと。その

認識を持って、これまでの間、検討委員会の

検討経過、そして教育委員会における検討と

いうものに注目し、重大な関心を持って本日

に至っております。 

   やはり、若い人にいかに住んでもらい、そ

して、子供を産み育てられる教育環境を整え

ていくか。私も実際、子育てをし、そして、

今の子育て世帯の考え方もいろいろ触れてお

りますが、やはり言われるのは、人口という

ことでいえば、働き、収入ですね、暮らしの

収入、そして、子育てと教育です。そして、

暮らし、住環境を中心とした暮らしやすさで

す。そういった意味で、今、若い人をめぐる

状況は、人口減少の結果、あるいは働き方改

革、それも含めて、今は働き手の不足、そし

て賃上げ、そして働き方改革、これに対応し

た各般の施策を総合的に対応しないと切り込

めないと、そういうふうに認識しております。 

   そういった意味で、子育て、そして、学校

教育の魅力ある、子供たちにとって最善の学

びの環境、これから将来に向けた学校像とい

うものを真剣に考える。ここについては、私

の、諦めているからそれに合わせた学校サイ

ズにしていくということでは決してありませ

ん。そこを直視しながらも、出生数に歯止め

をかける、あるいは、若い方々に、本町にも

っといい町だと、子供に教育するのならやっ

ぱり河北町いいよねと、そういう将来的な展

望に立ったまちづくりを進めていかなければ

ならない。そういった意味で、十分検討を考

えて、検討していく必要があるというふうに

考えております。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） お言葉では、諦めてい

ないと。しかし、ここ、今、６年目ですが、

町長がやれるだけもうやり尽くした。もう、

これでもやっぱり人口減り続けるのではない

か。だからもう、それに見合った学校体制に

していこうと。そういうことが、どうも私は、
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そのようにおっしゃっているの、諦めていな

いと言われながらも、諦めたのでもう小規模

に対応できる、少人数対応できる学校体制に

していこうとしているのではないか。 

   大きな要素として、１つは、やはりコロナ

禍による、子供をなかなか産み育てるのにリ

スクがあり過ぎる時期があったというふうな

お考えだった子育て世代の方々の気持ちを、

今をチャンスにして大きく変えていく、そう

いった取組などについてのアイデアなどは出

てこないのではないかと。だからもう、どこ

かに諦める気持ちがあるのではないかという

ことを、私は厳しく指摘しておきたい。諦め

ないで、一緒に、河北町の子供たちから人口

を増やしていく。減少にストップをかけて、

今のまま同じ傾向で続けば、もう河北町、新

しく生まれる子供たちっていなくなるほどの

ペースですからね。それをここで止めて増や

していくというのを、一緒にぜひとも諦めず

にやっていくべきじゃないかと。そのことは、

学校の統合の形態にも大いに表していかなき

ゃいけないものだというふうに思います。 

   それで、今度は、教育長、板坂教育長にお

聞きしたいんですけれども。板坂憲助教育長

は、2018年３月28日、少し古いんですけれど

も、平成29年です、平成29年度第２回河北町

総合教育会議において、教育委員として会議

に参加されております。教育長になられる前

ですね。その内容なんですけれども、ちょっ

と読みます。「このたび、町内で一番小さい

小学校の卒業式に参加して、感動は一番大き

いと感じてきたのです。小規模校ならではの

卒業式で、一人一人が役割意識を持って全員

参加の卒業式で、大変感動を得てきました。

小規模校のメリットを生かしたならではの卒

業式だったなあと感動してきました。小さい

学校になればなるほど、歌声が出ないという

のが普通なのです。その日のために声が大き

く出るように訓練をしますけれども、人数に

は勝てないということがあるのですけれども、

谷地西部小さんはそんなことはなくて、でん

とした非常にいい卒業式だったなあと思いま

す。地域にとって、その学校に似合った最大

限の教育というのが大事なんだなとつくづく

感じてきたところです」と小規模校を全肯定

するすばらしい発言をされております。 

   今回、教育長として発表された、河北町立

小学校整備に向けた基本方針（素案）に至っ

たその経過というか違いについて、小規模校

の比較、評価ですね、についてお聞かせくだ

さい。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 今、木村議員からご指摘あっ

た谷地西部小での卒業式の感想、懐かしく思

い出したところであります。小規模校のメリ

ットを最大限に生かした卒業式であったなと

いうふうに私は感動しておることを思い出し

たところであります。 

   小規模校、私はその、ものを否定している

わけではありません。与えられた環境を最大

限に生かして、そして、可能性を、子供の可

能性を最大限に引き出した教育、これをそれ

ぞれの学校の先生方にお願いしているところ

であります。ですので、小規模校のメリット

を最大限に生かした卒業式、あるいは日頃の

教育活動を営んでいるなということで、私は

感動したところでありました。 

   さて、そういった、町内には様々な規模の

学校が存在しております。今現在も、その規

模に合わせて、あるいは、その置かれた環境

に合った教育を先生方は頑張ってやっている

ところであります。そんなところで、議員の

質問にもありますように、小中一貫校、これ

については、さっぱり話題がなかったという

わけではないのです。アンケートの中にも、

ご意見として、小中一貫校というご意見もあ
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りました。さらには、話合い、あり方検討会

の中でも、小中連携小中一貫校の話題も出さ

れたところであります。 

   この小中一貫校というのは、今、各種校種

があります。幼稚園、認定保育園も含めてで

あります。小学校、中学校、高校、大学と続

くわけです。各種の校種あります。今、教育

で課題となっているのが小１プロブレム、あ

と中１ギャップなどがありますけれども、そ

れはなぜかというと、いわゆるその接続がス

ムーズにいかないがゆえにそういった問題が

起きている。その接続をスムーズにするため

の小中連携、小中一貫教育であります。 

   そういったところで、先ほど子育てに対し

ての質問もありましたけれども、私自身は、

やっぱり子育ての魅力をもっともっと自慢で

きるようにＰＲする必要があるし、さらには、

学校教育においても、河北町ならではの特色

ある学校教育ということで、こういった素案

に描かれているものを出しているところであ

ります。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 学校の統合問題は、１

つは、子供たち、小学生、中学生にとって一

番いい教育環境を、今ある河北町の状況の中

でどういうふうに準備していくかと、中期、

長期も見てどうしていくかというのが１つ。

もう一つは、地域おこしなど地元として振興

していくのに、学校をどういうふうな位置づ

けにしていくかというふうな問題。さらには

財政問題なども、一部の、主な要素ではない

んですけれども、それも参考にしていくと、

そういったことが必要だとは思います。 

   それで、私は、この議論を進めるに当たっ

て、小規模校は非常に問題がある、特に複式

学級になるといろいろと問題があるというよ

うな言い方を、この素案でも、その前の答申

でも出ているんですが、いろいろ勉強してみ

ると、どうもそうではないというふうな議論

がいろいろとあります。複式学級にならない

ように統廃合しようと。複式学級のという、

その言葉がターゲットになっているというよ

うなことがどうもあるんですけれども、その

ことについていろいろと勉強してみますと、

１つは、小規模校を広げたくないために意図

的に誤認されているところもあるのではない

か。デメリットとして、主体性、社会性、協

調性、人間性、自己肯定力、競争心、社会へ

の適応能力、自立心など、大規模校のほうが

ずっとよくして……、そういうのが育まれる

んだということなんですが、実態をよく見て

みると、むしろ小規模のほうがこういったこ

とは育まれやすいという。だから、世界では、

小さな学校を目指す、子供１人当たりの教員

の数を増やす、教員の比率を増やす。それが

世界の流れで、それをわざわざ、そういう状

況が小規模校という形で現れようとしている

のを、日本のといいますか、日本ではそうい

う方向に進めようとしていて、河北町の素案

もそういった方向になっているのではないか

という、１つ、小規模校と大規模校に関連す

る意図的な誤認というのが私はあるのではな

いかということであります。 

   国連の子どもの権利委員会では、日本政府

に対して、これまで３回にわたって、過度に

競争主義的な環境による否定的な結果を避け

ることを目的として、学校制度及び学力に関

する仕組みを再検討することということで、

具体的には、少人数学級とか、クラスの人数

を減らしなさいということなど、あと、教育

予算ですね、教育予算が日本はＯＥＣＤなど

に比べて３分の２程度しかない、そういった

ところでも教育予算にもっとお金をかけて、

先生の数も増やして、そして十分な教育をし

なさいということなども出ておりまして、こ
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ういう点では、もうちょっとそこはしっかり

と見直しというか、必要な検討すべきではな

いか。 

   小規模校は人間関係が固定されやすいと、

だから問題なんだというふうな言い方も素案

とか答申でされておりますけれども、人間関

係が固定化されるということは、子供たちに

とってはデメリットではなくて、むしろ安定

した継続的な人間関係というのは、子供たち

の成長にとって必要なことなんですね。学校

や家庭、地域社会で、親密で安定した異年齢

の人間関係が非常に大切で、そういった固定

した人間関係の中でこそ、子供たちは安心し

て毎日を過ごすことができる。あえて、そう

いう環境ができている小規模校を大規模校に

変えていくというのは、非常にもったいない

ことではないか。子供たちは、そういった環

境の中で、自分が周りから常に気にかけても

らっていること、大切にされているというこ

とが実感できるのが小規模校ですね。その集

団、人間関係の中で、自分の役割、または、

自分がどういう言動を取れば周りにどんな影

響を与えるかということを学んでいくという

ことでありますので、ぜひ、そのところの、

その教育論のところを、ぜひ考えるべきでは

ないかということで、クラス替えができない

ということが、だから社会性が育ちにくいと

いうことはないというようなことを申し上げ

たいと思います。 

   それで、小中一貫校について、お尋ねまだ

していなかったんですが、教育長からも町長

からもお話あったのでお聞きしたいんですけ

れども、小中一貫校の議論、もう最終結論と

しても出していいというほど町民の中で議論

がなされているというふうにお考えかどうか、

お答えください。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 小中一貫校につきましては、

このように考えております。 

   先ほども申し上げましたように、校種間で

の接続が非常に課題となっております。例え

ば小１プロブレムですけれども、幼稚園、遊

びの中での学びであります。それが、小１に

なりますと、教室の中で机に座って学習する

わけです。そういった環境に慣れるまでしば

らくかかると。そういった意味では、幼稚園

教育をお互いに理解する必要があると。つま

り、小学校の先生は小学校の先生で大概終わ

ってしまうんです。中学校の先生は中学校の

先生で終わってしまうと。そうでなくて、い

わゆる中学校の先生が小学校の教育を見て、

どのように行っているのか。逆に、小学校の

教育を受けた生徒が中学校ではどのような教

育を受けている。そういった意味で、それぞ

れの教育を理解し合える、そういったところ

が大事であります。 

   こういった課題につきましては、我々教育

会ではずっと前からこれ課題となっておりま

す。小中一貫教育を初めて行ったのは、たし

か2006年頃だと記憶しております。それが問

題になるのは、2006年前にも問題になってい

るはずです。ですから、これが突然として教

育界の中で、あるいは河北町で出てきたわけ

ではありません。その証拠に、各小学校、中

学校、最近は高校も交えて、各学校で授業研

究会をします。年に４回から６回ぐらいしま

す。その授業研究会は、先生方が授業を見合

って、そして事後研で話合いをして、お互い

の資質・能力を高めるための会議であります。

それを各町内の学校に、授業研究会がありま

すので見に来てくださいという案内を出して

います。そんな中で、いわゆる町内延べ人数

でありますけれども、小中高、交流学習して

延べ80人ぐらい。今年１年間でです。お互い

に見合って、いわゆる学習をし合っています。

そういう状況をわざわざつくっているわけで
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すけれども、それが小中一貫型になりますと、

同じ敷地内にありますので、それがやっぱり

気軽に勉強し合えるという環境になるわけで

す。そういった効果を見越しての今回の素案

の提案となっているところであります。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 小中一貫校のという、

そもそもについて、町民は、河北町の中でそ

れを進めるということについては、初めて、

この機会ですかね、この間の説明会で初めて

聞いたというような状況なのではないかと思

います。 

   義務教育学校、要するに校長先生が１人で、

小中学校のもう一緒にした校長先生１人とい

うものと、それから、小中一貫校というの比

較、この間、素案の、議員全員協議会で説明

のときにそんな話があって、義務教育校とい

うのは大変なので小中一貫校を選んだという

ふうな話がありましたが、その説明の中で、

説明員の方から、小学校、中学校別々に建て

て渡り廊下でつなぐようなものなんですよと

いうふうな説明もありました。今、教育長の

お話と全然違う。渡り廊下でつなぐというぐ

らいのものですというふうな話もありました。

要するに、町民、担当の方も、そう思われる

ぐらいに、町民は小中一貫校について全く、

まだ議論にも就いていないという状況かなと

思います。ここは強引に進めるところではな

いと。十分に町民に説明して、それから、よ

く分かってもらってから、アンケートなども

取って、それでしっかりと進めていくとしな

いと、後々悔いを残すことになるのではない

かと思うんですが、その考え方いかがですか。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 小中一貫型教育というのは、

今回の素案で、そういう言葉は確かに初めて

出てきたかと思います。そのために、素案を

説明する会を各地区で行っております。これ

からもいろいろな会議の中で説明をして、そ

の素案を固めるために、いろいろな方々から

ご意見をいただいて、案に固めていこうかな

というふうに思っているところです。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 今回、金曜日の鈴木議員の質疑

でもございましたけれども、今回、教育委員

会の素案ということであります。今、出され

ております１校にすることについてのコンセ

ンサスづくり。そして、一貫型、小中で連動

した教育、最善の学びの環境を整備していく

のがベストだろうと。この２点について、十

分議論を深めていく必要がある。今、教育長

言ったように、これからだと思います。 

   ただ、一番冒頭に戻りますけれども、大規

模校がいいのか、小規模校がいいのか。それ

ぞれがいいのか、一貫校がいいのか。それは、

いろいろな、それぞれ置かれた地域がありま

す。河北町のこれからの小学校の生徒数の見

通し、中学校の生徒の見通し、本町の置かれ

た環境、そういったことをベースに置いた、

本町にとってあるべき最善の学びの環境、こ

れを共通認識に置いて、木村議員も同じだと

思います、そこに向けて議論を深めていきた

いというふうに私としても思っております。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） もう時間がないのでま

とめますけれども、河北町の子供たちの人口

ですね、出生数はこれ以上減らさないために

まだまだやることが、やれることがあって、

それをやって、今60人ぐらいから３桁に増や

していくような、そういった展望あると思い

ます。それを踏まえて、１校統合というのは

乱暴過ぎる。小中一貫も問題がある。私はそ

のように思います。 

   ということで、一般質問終わります。 

○丹野貞子議長 以上で、７番木村章一議員の一

般質問を終わります。 
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   ここで10時20分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１０時０１分 

     再 開  午前１０時１６分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、２番漆山光春議員の一般質問を行い

ます。 

   「２番漆山光春議員」 

○２番（漆山光春議員） 初めに、本年１月１日、

能登半島地震発生し、罹災に遭われた方々に

お見舞いを申し上げますとともに、一日も早

い復旧復興をお祈り申し上げます。また、本

日は３月11日です。2011年に東日本大震災が

起こりました。この２つの教訓を胸に、私た

ち議員はしっかりと災害に強いまちづくりを

目指していかなければならないということ、

決意を新たにしているところです。 

   それでは、一般質問いたします。 

   質問事項の１は、人口減少の中で自治体機

能を維持していくための対策を急ぐ必要があ

ります。新時代における職員の人材育成・確

保についてお伺いします。 

   人口減少や少子高齢化の急激な進行をはじ

め、大規模災害・感染症リスクの増大、住民

の価値観の多様化、スマート社会実現に向け

た新しい取組など、私たちを取り巻く社会状

況は大きく変化しています。このような中、

地方自治体には、地域の意思と責任に基づく

自主・自立のまちづくりが求められています。

また、行政に対する住民の要望は、高度化・

多様化しており、町職員は、多様な視点や発

想を生かしながら町政を推進していく必要が

あります。これからの時代に求められている

人材育成には、個だけではなくて、組織とし

ての生産性や人材育成に関する職場風土の醸

成が必要不可欠です。個に注力した縦割り組

織から横につながるチーム型の組織への変革、

トップダウンだけでなく、双方向の対話から、

ボトムアップによる若手職員が活躍できる職

場の組織への変革を推進することで、組織の

生産性を高めていくことになります。また、

組織全体で人を育てていくという意識の共有

と、それぞれの役割を明確にするなど、組織

全体で職員を育成する体制を整えていくこと

が重要と考えます。 

   組織は人なりと言われます。一般論で申し

上げますと、経営も事業も人が重要であり、

人によって仕事の成否が決まることも事実で

あります。どのように現実を認識し、課題と

して受け止めるか、受け止めた課題をどのよ

うな方法によって課題に結びつけるか、どの

ような話の進め方でコンセンサスを得るのか、

町民が職員に求める要求水準は年ごとに増し

ております。 

   こうした多様化する社会の変化を踏まえて、

これからの町職員の人材育成・確保について

どのようにお考えなのか、次の点にお伺いい

たします。 

   質問事項の１は、職員の自主性や多様性に

留意しつつ、求められる職員像や行動指針、

組織の目指す姿や各職務分野、職位に応じて

求められる知識・技能などについて明らかに

しておくことは、人材育成においてとても大

切なことであります。しかも、組織が人材マ

ネジメントの視点に立って、職員一人一人の

能力を最大限に伸ばすこと、職員の自発的な

キャリア形成を支援する取組が重要とされて

います。人材確保について、毎年、採用計画

はどのように立てているのか。また、本町は

どのような人材を求めているのか。人材確保

の基本的な考え方と、職員の人材育成の方策

についてお伺いします。 

   さらに、人材育成を効果的に実行する推進

体制についてもお伺いします。 

   質問事項の２は、特色ある魅力的な町をつ

くるため、職員の政策課題解決能力や政策立

案能力が求められています。本町は、河北町
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職員自主研修制度による活動成果や、職員の

創意工夫による事業提案や事務改善を募集し、

取り組むことを推進しておりますが、取組の

成果についてお伺いします。 

   また、時代の変化を捉えた自発的な学習を

促進するため、取り組みやすい環境整備につ

いてお伺いします。 

   質問事項の３は、社会全体で自治体ＤＸ、

デジタル化が叫ばれ、総務省による2020年、

自治体ＤＸ推進計画の策定、2021年、デジタ

ル庁の発足と、本格的に自治体ＤＸ、行政の

デジタル化の推進が叫ばれております。 

   自治体においては、まずは、自ら担う行政

サービスについて、デジタル技術やデータを

活用して住民の利便性を向上させるとともに、

デジタル技術やＡＩ等の活用により業務効率

化を図り、人的資源を行政サービスのさらな

る向上につなげていくことが求められており

ます。 

   町職員のＤＸ推進のために求める人材の人

物像と、デジタル人材の育成・確保について

お伺いします。 

   質問要旨の４は、全国的にもメンタルダウ

ンする職員の増加が問題になっています。全

ての職員がその能力を最大限に発揮し、効果

的に高い成果を上げることができる職場環境

を整備することが重要です。すなわち、働き

やすさだけでなく、働きがいを持つことです。

そこで、働き方改革の取組と職場の時間外削

減など、労働環境の整備を図ることについて

お伺いします。 

   次、質問事項の２は、令和４年12月、スポ

ーツ庁及び文化庁は、学校部活動及び新たな

地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガ

イドラインを策定しました。本町における中

学校部活動の地域移行についてお伺いします。 

   令和４年夏に取りまとめられた部活動の地

域移行に関する検討会議の提案を踏まえ、平

成30年に策定した運動部活動の在り方に関す

る総合的なガイドライン及び文化部活動の在

り方に関する総合的なガイドラインを統合し

た上で、全面的に改定いたしました。これに

より、文化部活動の適切な運営や効率的・効

果的な活動の在り方とともに、新たな地域ク

ラブ活動を整備するために必要な対応につい

て、国の考えを提示いたしました。 

   地域移行の本来の目的の一つには、学校に

おける教員の働き方改革があります。令和４

年度による文部科学省の教員勤務実態調査に

よると、小学校教諭の64.5％、中学校教諭の

77.1％が国の定める月45時間を超える時間外

勤務をしていたことが明らかになっています。

特に中学校では土日の部活動に従事している

時間が多く、部活動に係る負担が増加してい

ることが分かります。運動部活動が教師の長

時間勤務の大きな要因の一つになっている現

状から、この働き方改革が求められるように

なりました。 

   そして、歯止めのかからない少子化も大き

な要因であります。そのため、地域によって

は、競技・種目によっては部活動の存続が難

しくなり、廃部、休部を余儀なくされるケー

スも増えています。意中の部活動が存在しな

いために、やりたいスポーツができない、好

きな競技を続けられないという子供たちは、

決して少なくありません。 

   運動部の現状を鑑みると、従来の形の運営

では遅かれ早かれ限界を迎え、その運営を見

直す時期に来ています。少子化が進む中、将

来にわたって、生徒がスポーツ・文化芸術活

動に継続的に親しむことができる機会を確保

するため、速やかに部活動改革に取り組む必

要があります。 

   次の４点について質問します。 

   質問要旨の１は、令和５年度から令和７年

度までの３年間を改革期間として、地域連
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携・地域移行に取り組みつつ、地域の実情に

応じて可能な限り早期の実現を目指すとされ

ています。河北町における中学校部活動の地

域移行の進捗状況と課題についてお伺いしま

す。 

   また、今後のスケジュールと体制について

もお伺いします。 

   質問要旨の２は、移行先とされる地域クラ

ブが具備すべき体制と指導者を含む要員につ

いて、また、部活動の地域移行について具体

的な実行性を高めるために、コーディネータ

ーの配置についてお伺いします。 

   質問要旨の３は、部活動の運営形態は、子

供や保護者、地域との合意形成の下、確実な

方針と体制を構築することについてお伺いし

ます。 

   質問要旨４番目は、運動部活動の地域移行

に関する提言では、部活動は「学校教育活動

の一環」から、「社会教育活動の一環」であ

りスポーツ基本法に基づくものと考えを変え

ていくことが示されており、町民と一体とな

ったスポーツ振興によるまちづくりの認識に

ついてお伺いします。 

   以上、再質問を留保し、１回目の質問を終

わります。 

○丹野貞子議長 ２番漆山光春議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ２番漆山光春議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、人口減少の中で自治体機能を維持

していくための対策を急ぐ必要がある。新時

代における職員の人材育成・確保についてお

答えいたします。 

   １点目の、町職員の人材育成・確保の基本

的な考え方と人材育成の方策について、さら

に、人材育成を効果的に実行する推進体制に

ついて伺うについて申し上げます。 

   少子高齢化や人口減少の加速、自然災害の

頻発・激甚化や環境問題の深刻化、社会経済

活動のグローバル化、情報通信技術を中心と

する技術革新の進展など、社会は大きく変化

し、町民の価値観も大きく変化する中で、行

政に求められる課題や期待はますます多様

化・複雑化しております。また、ワーク・ラ

イフ・バランスに対する意識の高まり、働き

方改革に向けた取組など、職員を取り巻く環

境、仕事に対する意識も大きく変化しており

ます。 

   町では、平成12年に河北町職員育成基本方

針を策定し、職員の能力開発や資質の向上を

図ってきましたが、これら複雑化する行政課

題と職員を取り巻く環境の変化に対応しなが

ら、町民が安心・安全に住むことができ、互

いの人権を尊重し、その個性と能力を発揮で

きるまちづくりを目指す職員の育成を推進す

るため、令和４年８月に今の新しい職員育成

基本方針を策定し、見直したところでありま

す。 

   新たな方針では、目標とする職員像として、

町民と考え行動する職員、自己の成長と業務

の改善・改革に挑戦する職員、強みを持ち、

変革に対応していく職員、この３つを目指す

べき職員像として掲げ、職員を育成するとと

もに、職員一人一人が地域の課題について我

が事と捉え、主体的に考え行動し、職員自ら

が進んで能力の向上と開発に努めながら、そ

の能力を発揮することが重要であると考えて

おります。 

   職員育成は、職員研修と人事管理、つまり

適材適所によるジョブローテーションの両面

から行います。職員研修には、職員自身の学

習意欲や向上心によって行う自主研修、職場

の上司や先輩などが仕事を通して行う指導と

育成をする職場内研修、職場を一定期間離れ

て、多数の職員が共通するテーマについて学
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ぶ職場外研修、この２つの方法がありますが、

職員それぞれの特性を生かしながらそれぞれ

を組み合わせることで職員の能力を伸ばしま

す。人事管理では、町民ニーズが多様化し、

各業務分野で高い専門性が求められる中にお

いて、職員の能力・適性を的確に生かした適

材適所の人事配置を行うことにより、職員の

職務遂行能力を高めながら、能力の発揮が図

られるよう努めております。 

   また、長期的な視点による安定した行政運

営には、知識だけではなく、創造性や対応力

に優れた人材を確保する必要がございます。

そのため、職員の採用についても随時見直し

を検討、実施しながら、採用事務を進めてお

ります。令和元年度からは、上級職の職員採

用枠を新たに新設し、受験年齢を39歳に引き

上げ、さらに、令和２年度からは社会人経験

者の採用枠を新設し、多様な社会経験や資格

を持つ人材の確保に努めております。なお、

令和５年度からの定年年齢の引上げに伴い、

今後、役職定年を迎える職員も出てまいりま

すので、長年培った経験や能力を生かしなが

ら、知識や技術を次世代の職員にどう継承し

ていくのかという人事管理も重要になってく

ると認識しております。 

   町民の期待に応え、真に住民福祉の向上に

つながる政策・施策を推進するための基盤は、

人材、組織であります。人づくり、組織づく

りにゴールはありません。変化を的確に捉え

対応できる組織づくりを職員とともに追求し

続けていきたいと考えております。 

   ２点目、河北町職員自主研修制度による活

動成果や、事業の提案、事務改善制度を推進

しているが、その取組の成果について。また、

時代の変化を捉えた自発的な学習を推進する

ための取り組みやすい環境整備について申し

上げます。 

   職員育成基本方針では、職員の高める能力

として、業務遂行能力、政策形成能力、対人

能力を掲げ、職員を育成する方策の一つとし

て、河北町職員自主研修制度の活用を掲げて

おります。この河北町職員自主研修制度は、

町職員としての資質の向上、多様化する行政

課題、住民ニーズに適切に対応する能力を身

につけ、創造的な町行政を推進するため、職

員が自主的に行う研修を推進するものであり、

町は、行政課題の研究、事務改善、まちづく

りに必要な知識の習得などの自主研修に対し、

会議室や備品などの使用許可、消耗品の提供

のほか、資料等の購入、講師謝礼、旅費、自

動車借り上げや燃料費等について援助を行う

ことができるとしております。自主研修を行

った職員は、その成果や提案を書面で報告し、

その内容は全職員がいつでも見ることができ

るようにするとともに、自主研修による成果

や、業務を執行する中で気づいた事務の効率

化につながる提案については、事業提案・事

務改善制度として、副町長及び課長級による

事務改善委員会で検討することとしておりま

す。 

   令和２年度から令和４年度までは、新型コ

ロナウイルス感染症の影響によって、残念な

がら自主研修はございませんでしたが、今年

度は、自治体のＤＸに関する２件の自主研修

があり、自治体ＤＸ推進の先進事例から町の

課題の整理とＤＸ推進に向けた提案がなされ

ております。こうした自主研修による活動は、

業務遂行能力、政策形成能力、対人能力の先

ほど申し上げた３つの向上を促し、さらには

政策課題解決能力や政策立案能力の向上にも

つながるものと考えております。 

   また、ご質問の時代の変化を捉えた自発的

な学習を促進する職場環境として、例えば、

オンラインでの研修に対応できるように役場

ノートパソコンの貸出しが挙げられるほか、

令和６年度予算（案）のほうに、町があらか
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じめ設定した町政課題に職員がチームとして

チャレンジする課題設定型職員研修に取り組

むための予算を計上しております。 

   社会の変化や複雑化する行政課題に対応す

る自発的な学習を職員が行うためには、本人

の学習意欲に加えて、上司や同僚等が理解を

示し支援する職場環境が重要であります。そ

のため、職員の育成基本方針では、人を育て

る職場環境、良好なコミュニケーションが取

れる職場環境、仕事と生活の調和が取れた職

場環境を構築し、職員同士の相互理解、協力

の下、自主研修をはじめとする自発的な学習

について積極的に取り組んでまいります。 

   ３点目の町職員のＤＸ推進のために求める

人材の人物像と、デジタル人材の育成確保に

ついて申し上げます。 

   社会のデジタル化は急速に進展し、行政分

野へのデジタル技術の活用は必須となってお

ります。多岐にわたる様々な分野・領域にお

いてデジタル化を進めるためには、デジタル

化を推進する人材の確保が必要ですが、デジ

タル化を推進する人材は特定の部署に偏らず、

庁内に広く存在するようにし、デジタル化に

よる効率化やサービスの向上の取組が自律的

に推進される体制を整備しなければならない

と考えております。 

   このたび、町では、河北町役場ＤＸ推進方

針を定め、目指す職員像を「ＤＸに関する基

本的な知識・スキルを有し、日頃から業務や

行政サービスの変革に取り組む職員」とする

とともに、職員のＤＸ人材区分を３つに区分

いたしまして、ＤＸ人材の育成・確保に取り

組んでいくとしたところであります。 

   具体的に申し上げますと、全職員向けのデ

ジタル化についての基本的な知識を持つため

の研修や、他の自治体の事例の情報共有によ

り職員のデジタルスキルの底上げを図るとと

もに、日頃から業務改革やデータを活用した

施策立案など、ＤＸ・業務改革に向けた庁内

の牽引役を担うＤＸリーダーの育成、外部人

材や民間企業との連携による部局横断的なＤ

Ｘ施策を企画・立案できるＤＸスペシャリス

トの確保など、各区分に求めるスキル水準に

応じて、ＤＸ人材の育成・確保に取り組んで

まいります。 

   また、デジタル技術に詳しい社会人等を採

用した場合でも、職員がデジタル技術の知識

を習得した場合でも、今後のデジタル技術の

進展に合わせた知識の更新は必要不可欠で、

ゴールはございません。河北町役場ＤＸ推進

方針を踏まえた職員の計画的、しかも継続的

な研修を行っていく必要があると考えており

ます。 

   ４点目の働き方改革の取組と職場の時間外

縮減など労働環境の整備を図ることについて

申し上げます。 

   働き方改革については、町ではイクボス宣

言の下、職員の年次有給休暇取得を積極的に

推奨し、職員のリフレッシュとワーク・ライ

フ・バランスの実現を目指しております。特

に、男性職員の育児休業では大幅に活用が進

み、令和３年度は対象者３人で平均取得日数

は43日、令和４年度は４人で平均取得日数が

95日、令和５年度は２名で平均取得日数は155

日を取得しております。男性職員の育児休業

取得の定着は、互いに支え助け合う職場づく

りを目指して取り組んできたことの大きな成

果であると捉えております。 

   また、職員のテレワークの導入など柔軟な

勤務形態の導入、課長会議等におけるタブレ

ットへの資料の配信、文書管理を簿冊保存か

らファイリングシステムに移行することによ

る文書の保存、検索の改善等が進められてお

り、今後は、パソコン上の定型的作業を自動

化するＲＰＡの導入による業務の効率化によ

る労力の軽減を予定しております。 
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   職場の時間外労働の削減については、公務

員の時間外労働は原則月45時間かつ年間360

時間以内、災害対応や緊急な対応を要する他

律的な業務の比重が高い部署の職員について

は、月100時間かつ年間720時間以内と定めら

れております。時間外勤務を行う課はその日

に総務課に報告することとしており、月40時

間を超える時間外労働があった職員には、そ

の要因と今後の見通しについて報告を求める

ことで、時間外勤務の分析と業務の適正化に

努めております。 

   なお、期間が限定される業務、災害や緊急

に対応しなければならない業務などにより職

員の時間外勤務が月110時間を超える場合は、

産業医との面談を設定しメンタル指導を行う

ほか、専門家による全職員向けのメンタルヘ

ルス講座を毎年開催し、悩みを一人で抱え込

まない職場環境づくりに努めているところで

あります。 

   職員育成基本方針においては、職場環境を

職員育成の重要な要素として捉え、目標とす

る職場環境として、人を育てる職場環境、良

好なコミュニケーションが取れる職場環境、

仕事と生活の調和が取れた職場環境を掲げて

おりますが、働きがいを持つ労働環境につき

ましても同様の環境が重要であると考えてお

ります。 

   また、職員が設定した業績目標の達成や発

揮した能力の評価を通して、職員のモチベー

ションアップや職員育成を図る人事評価は、

職員の働きがいにもつなげていく必要がある

と考えております。 

   職員育成の諸施策を通して職員の知識、能

力のスキルアップを行い、職員のモチベーシ

ョンを高めるとともに、その活用を図ること

で職員のキャリア形成を推進し、働きやすさ

と働きがい、この両方を満たす環境づくりを

進めてまいります。 

   次に、本町における中学校部活動の地域移

行についてお答えいたします。 

   １点目の中学校部活動の地域移行の進捗状

況と課題並びに今後のスケジュールと体制に

ついて申し上げます。 

   令和４年12月にスポーツ庁、文化庁による、

学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り

方等に関する総合的なガイドラインが策定さ

れました。学校部活動が生徒にとって望まし

いスポーツ・文化芸術環境となるよう、適正

な運営や効率的・効果的な活動の在り方と、

新たな地域クラブ活動を整備するために必要

な対応について、国の考え方が示されました。 

   これを受け、町では、河北中学校の生徒に

とって望ましいスポーツ・文化芸術環境の構

築と職員の働き方改革、この両立を目指し、

令和５年１月31日に、河北町中学校における

休日の部活動の地域移行に関する検討協議会

を設置いたしまして、これまで３回の検討協

議会を実施しております。各種スポーツ・文

化団体、保護者代表、教育委員会が共通理解

の下、様々な課題について協議を進め、令和

７年度までの改革推進期間に、可能なところ

から地域移行の段階的な実施を目指してまい

ります。 

   これまで全員加入だった河北中学校の部活

動については、令和５年度から任意加入とし

ております。また、地域移行の体制整備や中

学校における将来の部活動の在り方について

意見を集約するため、昨年８月から９月にか

け、河北中学校の全校生、今後河北中に入学

予定の小学生並びにその保護者、河北中学校

在籍の教員及び町内のスポーツ・文化団体を

対象にアンケート調査を実施いたしました。

アンケート調査の結果、児童生徒と保護者か

らは、移行後の活動時間や練習量への不安、

安全管理についての不安、安定した指導者や

活動場所が確保できるのか、活動に係る保護
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者の費用負担、生徒間のトラブルや、指導者

や教員との関わりに対する不安などの意見が

寄せられております。 

   12月には、スポーツ・文化団体に対して、

地域移行に関する団体への説明会を実施し、

グループワークを交えながら、地域移行につ

いての課題等について意見交換を行いました。

その中で出された意見といたしましては、指

導者の確保や資格取得が困難、指導者間で情

報共有をどうするのか、活動場所や道具の確

保、クラブ側の事務量の増加に対する不安な

ど様々な意見が出されております。 

   町では、このような課題を整理しながら検

討協議会の中で十分議論を重ね、令和６年度

中に町の部活動改革のガイドラインを策定し、

地域クラブや生徒・保護者の共通理解の下、

円滑に地域移行を進められるよう、体制を整

えてまいりたいと考えております。 

   学校の部活動について、令和６年度には月

に１回以上は土日のいずれも休み、令和７年

度には月２回以上は休みとし、令和８年度か

らは休日の部活動を行わない予定としており

ます。 

   なお、令和８年度からの休日の部活動の地

域移行完全実施に向け、各スポーツ団体と調

整を行っており、一部団体からは、令和６年

度中に移行開始に向けた回答をいただいてい

るところであります。 

   ２点目の移行先とされる地域クラブが具備

すべき体制と指導者を含む要員及びコーディ

ネーターの配置について申し上げます。 

   生涯にわたってスポーツ等に親しむことが

できる環境とするため、受皿となる地域クラ

ブにおいては、活動する団体ごとに規約を整

備するとともに、適正な保護者の費用負担や

指導者への報酬の設定並びに保険の加入など、

持続可能な体制づくりを行っていくこと、指

導者については、学校の部活動と連携を図る

とともに、指導者数の確保や、県などが開催

する指導員研修会の受講や日本スポーツ協会

等の指導者資格取得など、質の高い指導者の

確保が望まれます。 

   学校部活動や地域クラブ、生徒などをつな

ぐ中心的な役割を担うコーディネーターにつ

きましては、令和６年度のできる限り早期の

配置を目指してまいります。 

   ３点目の部活動の運営形態は子供や保護者、

地域との合意形成の下、確実な方針と体制を

構築することについて、この点について申し

上げます。 

   現在、国では令和４年４月に、学校部活動

及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する

総合的なガイドラインを策定し、県では令和

５年の３月に、山形県における部活動改革ガ

イドラインを策定し、部活動改革に関する基

本的な考え方及び今後目指していく学校の体

制について示しております。本町においても、

このガイドラインに基づき、体制構築に向け

て取り組んでいるところであります。 

   河北中学校においては、令和５年度から部

活動を任意加入としておりますが、部活動の

取組は生徒自らが選んで活動する体制になっ

ております。現在、部活動に所属している生

徒は、平日、休日ともに部活動に参加してお

りますが、今後は、地域移行期間の３年間を

経て、休日の活動は生徒自らの意思で選択す

ることになります。その環境を整備するため、

河北中学校における休日の部活動の地域移行

に関する検討協議会でさらに課題を整理し、

体制づくりを行っているところであります。 

   地域クラブの参加については、参加する生

徒が地域クラブの目標・方針、活動内容を十

分理解し、生徒の活動がより本人の目的に合

った質の高い活動となるよう、参加者、クラ

ブが互いに共通理解をした上で参加できるこ

とが大切であると捉えております。 
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   県では、運動部活動、文化部活動の在り方

に関する方針を令和６年度に改定する予定と

しております。本町も県の方針を踏まえ、ス

ポーツ・文化活動の方針・体制を整え、より

よい環境づくりに取り組んでまいります。 

   ４点目の町民と一体となったスポーツ振興

によるまちづくりの認識について申し上げま

す。 

   議員ご指摘のとおり、地域クラブ活動は、

学校教育課程外の活動として、社会教育法上

の社会教育活動の一環として捉えることがで

き、スポーツ基本法上のスポーツとして位置

づけられるものになります。生徒が生涯にわ

たってスポーツに楽しむ機会を確保し、生徒

の心身の健全育成を図ることはもとより、地

域のスポーツ環境が充実することにより、他

の世代にとっても気軽にスポーツ等を行える

環境になることで地域住民の交流が促進され、

町民と一体となったスポーツ振興によるまち

づくりにつながっていくことが期待できると

認識しております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。再

質問に入ります。 

   「２番漆山光春議員」 

○２番（漆山光春議員） ご答弁、丁寧にありが

とうございました。 

   初めに、それでは、人材育成のことについ

て再質問いたしたいと思います。 

   総務省の令和５年12月に発表されました、

策定されました人材育成・確保基本方針の指

針の中でこのようにおっしゃっています。地

域の実情を踏まえ、課題を明確にし、目標ビ

ジョン、方向性を職員と共有すること、さら

には、職員の満足度を高めながら能力開発に

取り組むことが重要であり、職員の目標成果

をいかに見えるかがポイントですよというふ

うに示されております。しかも、利益追求型

の民間企業とは違って、自治体の職員の活動

が成果が見えにくいことがございます。そう

いった意味で、職員の方々が意欲を持ち続け

る、モチベーションを高めるというようなこ

とは非常に簡単なことではないなというふう

に私も認識しているところですが、この職員

の目標、モチベーションを高く保つために人

材育成プログラムを立てているわけですけれ

ども、平成12年から二十数年をたって令和４

年に今回策定いたしました。どのような工夫

をされているのですか。これ担当課長にお聞

きします。 

○丹野貞子議長 「須藤防災・危機管理監兼総務

課長」 

○須藤俊一防災・危機管理監兼総務課長 町のほ

うでは、当初、教育基本方針に基づいた策定

は平成12年の７月に実施させていただいてお

ります。その後、令和４年の見直しの際の社

会の変化という部分の中で、ポイントとして

は、大きなポイントは、その間、人事評価制

度の導入があったこと、あとはワーク・ライ

フ・バランスの高まり、あとは働き方改革、

そうしたポイントがありまして、令和４年８

月に改正させていただいたところであります。 

   その中で、目標とする職員像というものを、

３つの像を、町民と共に考え行動する職員、

また、自己成長と業務の改善・改革に挑戦す

る職員、あと、強みを持ち、変革に対応して

いく職員、そういった職員像を掲げながら、

それぞれの能力を高めるといったことで、業

務遂行能力あるいは政策形成能力、対人能力、

あとは組織管理、あるいは危機管理能力と、

そうした能力については、人事評価の中で各

個人のほうも評価ができる、あるいは、監督

者、管理者のほうもそれを評価すると。そう

したものを大綱のほうで盛り込ませて、実質、

例年、毎年、人事評価によって、その評価、

個々の、個人の評価なども行い、部下とのコ
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ミュニケーションを図りながら、その能力を

高めていくと。そうした制度が進まっており

ます。 

   今、漆山議員ご紹介ありました、総務省の

令和５年に公表された新たなこの基本方針の

指針というものがありまして、その中では新

たに、人材確保、職場環境、デジタル人材育

成、そういった大きなポイントのほうが大き

く変革がありましたので、この辺についても、

今後、十分、まだ令和４年８月に改正された

ばかりでありますけれども町のほうでは、引

き続き国の指針を見据えながら、方針のほう

見直しを図りながら、引き続き進めていきた

いと考えているところです。 

○丹野貞子議長 「河内副町長」 

○河内耕治副町長 ちょっと時間が押し迫ってい

るということもありますので、今言わせてい

ただきたいと思いますけれども、全体的な職

員の研修等あるいは育成等については、今、

総務課長のほうから話があったわけでござい

ますが、では、河北町に当てはめた場合どう

なのかということが重要だと思います。 

   残念ながら、コロナ禍の影響ですとか、あ

るいは災害が頻発しているということで、非

常に、今、河北町の職員のみんなに、これま

でになかったような業務の過大な業務量が発

生しているというふうに思っております。そ

れを反映した形で、近年、定年前に退職する

方も出てきているのが事実でございます。今、

体調崩して休んでいる職員もおります。 

   そういったことで、町といたしましては、

特に職員のメンタル面のサポートをしていか

なければいけないというふうに考えておりま

して、その研修に力を入れております。さら

には、以前はなかったような形での年度途中

での人事異動によります職員の業務量のバラ

ンスを取るというようなやり方でやらせてい

ただいていることもございます。いかにして

職員の皆さんが意欲を持って町民の方の幸せ

のために働いていただけるかということに重

点を置きまして、人事管理、業務管理をやら

せていただいているところでございます。 

○丹野貞子議長 「２番漆山光春議員」 

○２番（漆山光春議員） ありがとうございまし

た。 

   大きく変わった点、先ほど３点課長から申

し上げられましたが、私の認識は、キャリア

形成、これを訴えていますね。今大事なこと

は、職員自ら将来の自分のあるべき姿を定め

て、それに基づいて専門知識を学んでいく、

こういう工程です。そうしないと、一人一人

の職員の意識、いわゆるモチベーションが私

は上がらないと思うんです。今回、新たに制

度設けられておりますけれども、それも大事

です。しかし一番大事なことは、職員一人一

人が自ら望むもの、専門知識を身につけたい

もの、これを組織が用意してあげることが私

は大事だと思います。それが満足度につなが

ると思います。 

   過日、総務課長とお話合いをさせていただ

いたときに、この基本方針策定されるときに

職員のアンケート取りましたかというふうな

ときに、取らないというふうにおっしゃって

いましたけれども、私は、これ非常に大事な

点だと思います。職員がどう望んでいるのか。

人材育成基本方針に対して、自分はどういう

形で望んでいるのか。そのことは非常に大事

だと私は思うんです。そのために、これはぜ

ひやっていただきたいというふうに思います。 

   あと一つ、先ほど副町長からお話ありまし

たけれども、大変に複雑化しています。それ

から多様化しています。ここで町長にお伺い

しますけれども、町長は、町の将来像として、

輝く人・町、夢そして未来へ挑戦するまちを

掲げて出発いたしました。しかし、加速化す

る人口減少に加えて、災害がありました。令
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和２年７月です。そして、同時にコロナ禍対

策もありました。近々では物価高騰対策もあ

ります。このような状況の中で、職員の皆様

方は、通常の業務に加えて想定外の出来事に

対応が追われております。その中で職員お一

人お一人の未来に向けてのお知恵を拝借する

力が必要になっているとはいえ、現状は大変

ご苦労なされているなというふうに思ってお

ります。それで、森谷町長は県庁職員として

業務を重ねられ、そのノウハウをしっかりと

把握され、知識も見識も高い境涯で臨んでお

られます。また、モンテディオの社長として

民間経営もしっかりと把握されています。言

わば人材育成のプロフェッショナルと私は認

識しているのですが、このときを未来に向け

て町民の方々がしっかり希望を持って暮らす

ための臨み方、組織、人材、その考え方につ

いて、町長のお考えをお聞きしたいと思いま

す。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 職員の育成については、先ほど、

要するに職場として職員育成にどういう環境

を準備していくか。一番ベースには、やはり、

職員としてこうありたいという、自分の職員

像をそれぞれやっぱり持つということが大事

だと思いますけれども、それに即して、町で

出している人材育成方針は、町全体として組

織を挙げて持っていく職員像として３つある

んだ。そのことに自分の強みをどう考え、自

分の強みをどう持って、これからの変革に対

応している自分のキャリア形成をこれからど

うやっていくんだということ、自らの問題と

して考えてもらう。そこが一番ベースにある

と思いますけれども、その上で、やはり、職

員が職場内でコミュニケーションを取ること。

もう一つは、地域でコミュニケーションを取

っていくこと。いろいろな情報は今あふれて

います。無数にあります。むしろその中から

どう情報を選択するかという、そこの困難に

直面しているというのが今の職員の置かれて

いる状況だと思います。 

   そういった中で、やはり私としては、役場

としても職員育成のためにどう臨んでいくか

ということもありますけれども、もう一つ、

職員自体が地域との関わりをいろいろな形で

取ってもらいながら、考える機会を、生の情

報を現場からあるいは地域から、どう地域と

の関わりの中で感じていくか、そこがやはり

大事なのかなというふうに思っています。 

   いずれにしても業務、先ほど副町長からも

ありましたけれども、業務が本当に複雑化し

て、あるいは想定、これまで想定外としてい

たようないろいろな対応がある中で、なかな

かやっぱり職員も、新しいところになかなか

行くまでの頭の余裕がないということもある

かもしれませんけれども、でもそこは乗り越

えていかなきゃならないというふうに思って

います。 

   そういった意味で、私もイクボス宣言の中

で、若手職員と直接、いろいろ仕事のこと、

あるいは子育てのことも含めて、町に対する

町民としての、一町民としての捉え方、そう

いったことも対話をしてきているところであ

ります。 

○丹野貞子議長 「２番漆山光春議員」 

○２番（漆山光春議員） ありがとうございまし

た。 

   ６年前ですか、委員会で行政視察に行って

まいりました。過日、同僚議員から紹介あり

ました北海道の東川町です。ここは人口増で

非常に有名で、行ってみようということで視

察に行ってきたんですが、写真の町として有

名です。これも写真の町を掲げて、職員が各

地域に出向いて視察してきた。そしてアイデ

アを出した。それがきっかけで職員たちがモ

チベーション高まったというふうにお聞きし
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ています。 

   私たちが視察行った中で、私が感銘を受け

たのは、町長さんが２時間しっかりと同座し

て説明してくださいました。そのお言葉の中

に、こういう一言がありました。研修行った

ら帰ってくるなと。宿泊してこい。そして、

しっかり懇親を深めてこいと。その中で初め

ていいアイデアが出るんだということで、予

算はばんばん使ってくださいと。宿泊してこ

いと。人脈をつくりなさいと。アイデアは、

単なる講演や研修では身にならない。隠され

た部分、そこに秘訣があるはずだというふう

な貴重なご意見を私は承って、松岡町長です

か、昨年５期終わって勇退された方なんです

が。そういう環境も私は大事だなというふう

な気がします。今、今までの固定観念では駄

目、駄目ですねというか、事例、法令はまた

別にしても、やっぱり新たな感覚、知恵は、

やっぱり民間企業とか周りの新しい事業をや

っている自治体とかにしっかり職員を派遣し

ていただいて、そして政策を提案していただ

く。ここに初めて、配置された職属における

職員の喜びが私は出てくると思うのですが、

ぜひそのような考えもあるということを認識

していただきたいと思います。 

   時間が限られておりますので、人材育成に

ついてはこれで終わりますが、職員の成長は

町の発展の原動力、このように私は認識して

おりますので、ご健闘、ご活躍をお祈りした

いと思います。 

   それから、中学校の部活動の地域移行につ

いてお伺いしますけれども、令和５年、６年、

７年で進められていくようですけれども、コ

ーディネーターの配置、これが令和６年度に

人選をして、ごめんなさい、令和５年度に人

選をして令和６年度にというふうな考えです

かね。私は、このコーディネーターという人

がしっかりと教育委員会と学校とスポーツ団

体と連絡協議会と、これを担っていく人なの

かなというふうに認識していたんですが、ま

だ決まっていないという。ですから、このコ

ーディネーターの方、この方は、やっぱりそ

ういった関係を、連携を深めていく人なのか

なというふうに、この事業を出発するときに

そう認識していたのですが、まだ決まってい

ない。どういう資格の方を認識しているので

しょうか。担当課長かな。 

○丹野貞子議長 「日下部生涯学習課長」 

○日下部敦子生涯学習課長 コーディネーターの

配置についてのご質問です。 

   コーディネーターにつきましては、議員お

っしゃるとおり、学校、それから地域クラブ、

生徒、その保護者、皆さんをつなぐような重

要な役割の方ということになっております。 

   特にこのコーディネーターに係る資格要件

というのはございませんが、学校の部活の状

況、それから地域のスポーツの状況などに精

通した方が最適かと思っておりますので、そ

ういった方の人選について、今、進めている

ところになっております。 

○丹野貞子議長 「２番漆山光春議員」 

○２番（漆山光春議員） ありがとうございます。 

   それから、教育長にお伺いします。 

   ４番目の質問ですけれども、これ受皿をつ

くることが非常に大変な作業ですね、地域ク

ラブ。地域クラブについては、総合型地域ス

ポーツクラブを想定していると思うのですが、

片や学校です、学校でやっている部活動、こ

れが土日に移行して地域に移行していくとな

ると、この地域クラブ、河北町でいえば総合

型スポーツクラブ、これを、しっかり体制を

整えておくことが非常に大事です。これ１点。 

   それから、２点目。生涯学習に移行する。

学校教育から。こういったことに対する教育

的価値はどのように捉えてよろしいんでしょ

うか、教育長。 
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○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 １点目の総合型クラブと部活

動の関係です。 

   平日は部活動、休日は総合型クラブにお願

いするわけです。そこで大事なのは、いわゆ

る部活動の指導者と総合型クラブの指導者の

情報共有、これが非常に大事だと思っていま

す。その辺、情報を共有して、同じベクトル

に向かって、生徒の成長のために役立つシス

テムでなければならないと。その辺、今後の

課題であるなというふうに認識しております。 

   ２点目の生涯学習との関係ですけれども、

やはり遠い将来においては、全てがやっぱり

地域クラブにお願いする形になっていくので

はないかなというふうに予想しているところ

です。そんな中で、生徒にとって、もちろん

いろいろな世代間を超えて、スポーツクラブ

においても文化芸術クラブにおいても選択肢

があり、そして、個々に合ったニーズに応え

られるような、そういったクラブをやっぱり

目指していかなくちゃいけないのではないか

なというふうに思います。生涯学習の中にお

いても、あるいはまちづくりの中においても

非常に重要なポイントを占める分野になって

いくのではないかなというふうに認識してい

るところであります。 

○丹野貞子議長 「２番漆山光春議員」 

○２番（漆山光春議員） 任意となっていますね、

部活動が。これが令和５年からですか。中学

校の409名の生徒のうちに、運動部が302名で

約73％、文化部が84名で20％、外部活動なさ

っている方、多分スノボですかね、10名の方

がいらっしゃって、無所属、無所属というか、

なされていない方が14名のようです。 

   改革ですから。改革です。改革というのは、

制度の改革ですよね、教育長。ここは、町と

して、教育委員会として、１つは部活動の在

り方。これは学校教育です。そしてもう１点

は、先ほど申したとおり、生涯学習課、スポ

ーツクラブの受皿、地域クラブの受皿をつく

る。そして、そこには指導者の確保。非常に

大変です、指導者の確保、資格の問題。これ

を立て分けて、しっかり教育委員会として、

町挙げて、スポーツ振興という観点で取り組

んでいただきたいことを望みます。 

   以上で一般質問を終わります。 

○丹野貞子議長 以上で、２番漆山光春議員の一

般質問を終わります。 

   ここで11時30分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１１時１５分 

     再 開  午前１１時２８分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、５番石垣光洋議員の一般質問を行い

ます。 

   「５番石垣光洋議員」 

○５番（石垣光洋議員） 通告に従いまして、一

般質問を行います。 

   質問事項の１として、介護保険事業につい

てお聞きします。 

   高齢者対策として平成12年に開始された介

護保険制度は、介護が必要な高齢者の生活の

支えとして定着しています。介護保険制度は、

平成12年度に、加齢による病気等で要介護状

態となり、入浴、排せつ、食事等の介護機能

訓練や看護、療養上の管理等の医療が必要な

人に対して、保健医療サービス及び福祉サー

ビスを提供する制度として創設されたもので

す。介護を要する状態となっても、できる限

り自宅で自立した日常生活を営めるように、

必要な介護サービスを総合的、立体的に提供

する仕組みとなっており、介護給付にはデイ

サービスや訪問入浴、介護などの要介護者に

対する居宅サービスや、介護老人福祉施設い

わゆる特別養護老人ホームなどの施設に入所

する施設サービス等があります。 

   介護老人福祉施設の入所要件としては、平
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成27年度より、原則、要介護度３以上の方が

対象となっております。介護施設は、利用者

と施設の契約に基づくもので、現実的には、

ケアマネジャーのアドバイスの下、家族の利

便性からも現住所の近くから検討されるもの

と思いますが、制度的には、市・町内外を問

わない制度となっています。入所待機中の方

については、ヘルパーが訪問して介護を行う

訪問介護や、デイサービスを行う通所介護、

福祉系の施設に入所できるショートステイと

呼ばれる短期入所、生活介護福祉用具の貸与

や購入、介護に必要な住宅改修など、居宅サ

ービスを利用しながら住宅で過ごす方もおり

ますので、利用者の状況に応じて介護サービ

スを活用していただいています。基本的には、

総合的に比較検討して利用されているものと

考えます。 

   介護保険制度は、西暦2000年度、平成12年

度に開始されて以来、３年ごとに事業計画を

見直して、新しい時代、新しい課題に対応し

てきました。生産年齢人口は年々大幅に減少

していくことで、全ての産業において担い手

が不足していくことがうかがえます。山形県

の高齢化率は34.0％で、10年比で6.4％の上昇。

40年には40％を超えると見込まれ、介護分野

の担い手不足が懸念されるとの報道もありま

す。介護分野においても、要介護者を支える

若者がいなくなります。 

   質問要旨の１として、河北町の介護分野に

おける担い手不足の現状をどのように認識し

ておられるのか伺います。 

   質問要旨の２として、2025年、2040年を見

据えたサービス基盤、人的基盤の整備につい

てお聞きします。2025年、令和７年は、いわ

ゆる団塊の世代の方の全てが75歳以上になる

年です。2040年、令和22年度は、いわゆる団

塊ジュニア世代が65歳以上となる年になりま

す。2025年、2040年に向けて、サービスの人

的基盤の整備をどう推進していこうと考える

かお伺いします。 

   老老介護で人材がいなくなります。サービ

ス基盤については、高齢者人口がピークを迎

える2040年を見据え、サービス事業量を見込

み、施設サービスの補充、居住系サービス及

び地域密着型サービスなど、バランスよく組

み合わせて整備をする必要があると考えます。 

   人的整備については、国と県と連携し、介

護職の処遇改善や介護の仕事の魅力の発信を

行うことで人材確保につなげるとともに、諸

施策を効果的に展開する必要があります。今

後の地域共生社会の推進に当たり、地域福祉

を推進する担当の社会福祉協議会があります。

サービス基盤、人的基盤の整備についてお伺

いします。 

   質問要旨の３として、介護予防のための健

康づくり施策の充実と介護人材の確保につい

てお伺いします。 

   要介護状態となることを予防するとともに、

要介護状態となった場合においても可能な限

り住み慣れた地域において自立した日常生活

を営むことができるようにすることは、介護

保険制度の重要な目的です。就労人口が極端

に減少する中、高齢者の中で意欲のある方々

が社会で役割を持って活躍できるよう、多様

な就労社会参加ができる環境整備もする必要

があります。 

   その前提として、介護予防健康づくりの取

組を強化して健康寿命の延伸を図ることが求

められています。今後さらに就労人口が減少

していきます。介護分野でも、施設や在宅サ

ービスを高齢者のために増やしても、従事す

る人がいなければ、施設を運営することもサ

ービスを提供することもできません。人手の

確保は急務です。介護人材の確保について計

画的に進めるべきですが、現状の考えをお伺

いします。 
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   質問要旨の４として、介護保険制度の改正

でどうなるのか、内容について伺います。 

   サービスの提供については、要支援認定者

を対象とした介護予防給付を市町村裁量で実

施します。また、特別養護老人ホームの入居

者を要介護度が高い方とすること、さらには、

地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅医

療と介護の連携推進や認知症施策の推進など、

様々なものがあります。介護の利用料を１割

から２割に、特別老人ホームの入所は介護３

以上に限るなど、負担増で介護も受けられな

い、暮らせないという声が出ています。河北

町では、これからの介護保険制度に対しての

対応と対策をどのように考えているのか伺い

ます。 

   介護の社会化を目的に創設された制度です

が、現状では、特養ホームの待機者や、介護

疲れ、家族介護や看護のために離職や転職す

るなど、介護の社会化とは程遠い事態となっ

ています。国民年金だけの少ない年金から介

護保険料や利用料の負担は重いものがありま

す。利用を抑えているなどという高齢者の声

は、本当に切実です。介護保険に係る地元の

要望を国に対する制度への要望の中で取り上

げていただきたいと思います。 

   質問事項の２として、会計年度任用職員に

ついてお伺いします。 

   町役場で働く会計年度任用職員の待遇改善

を求めていくべきと考えます。2020年４月か

ら施行された会計年度任用職員制度は、自治

体で働く非正規職員の雇用者の働く条件を適

正なものにするとして始まった制度だと思い

ます。フルタイム、パートタイム会計年度任

用職員の自治体業務の専門性、継続性、公平

性、平等性が確保できるように、会計年度任

用職員の継続的な任用の保障や正規職員への

道を開き採用するべきと考えるが、町の見解

を伺います。できるだけ正規職員で採用すべ

きと考えるが、町の見解を伺います。 

   質問事項の３として、住宅リフォーム事業

について伺います。 

   河北町での耐震診断と耐震改修の状況はど

うなっているのかお伺いします。 

   木造建築物の地震に対する安全性の向上と、

震災に強いまちづくりを推進するため、建物

の耐震性を診断する耐震診断士派遣事業を行

っています。これまでの対象建築物は昭和56

年５月31日以前となっておりましたが、平成

29年度から平成12年５月31日以前に対象範囲

を拡充しました。また、耐震診断と併せて耐

震改修計画（補強案及び概算工事費）の策定

もできるようになりました。 

   町民が居住用に供する木造住宅について、

地震による被害の軽減を図ることを目的とし

て耐震改修等を行う場合に補助金を交付しま

すとあります。景気低迷が長期化し、自治体

が地域経済循環のための仕事おこしとして中

小業者への仕事に結びつけるこの制度の役割

は、大変大きいものがあると思います。地域

経済の波及効果は大きく、長期の不景気で苦

しんでいる建築業者が助かっております。リ

フォーム助成制度の拡充について考えを伺い

ます。 

   基本的に、個人所有住宅への公金支出には、

施策としての事業目的や事業効果などに説明

責任が伴うと認識していますが、対応できる

工事内容については検討が必要になると思い

ます。住民の大切な税金であるからこそ、こ

ういう地域経済が元気になるものに使われて

循環させていくということは、本当にみんな

が喜ぶことだと思いますので、重ねて考えを

伺います。 

   質問事項の４として、雪押し場の確保と流

雪溝のさらなる活用について伺います。 

   雪押し場は毎年確保できるようにすべきで

すが、状況を伺います。 
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   道路側溝のコンクリート蓋をグレーチング

の開閉式の蓋などにできないか伺います。 

   流量の多い側溝を流雪溝として利用する場

合、住宅の中にある用水路や排水路の管理は、

町で行うのでしょうか。町の管理であれば、

流雪溝としての利用も可能になると考えます。

通勤通学路の確保や、地元の人が除雪を行う

ことを考えた場合、流雪溝としての利用も考

えていくべきと思いますが、町の考えを伺い

ます。 

   以上、町長の答弁を求めます。 

○丹野貞子議長 議長から申し上げます。 

   一般質問の途中ですが、昼食のため午後１

時まで休憩とします。 

     休 憩  午前１１時４２分 

     再 開  午後 １時００分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   ５番石垣光洋議員の一般質問に対する町長

の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ５番石垣光洋議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、質問事項１、介護保険事業につい

てお答え申し上げます。 

   まず、１点目の本町の介護分野における担

い手不足の現状認識について申し上げます。 

   初めに、町では、今年度、令和６年度から

令和８年度の３か年間を計画年度とする河北

町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画

の策定を行いました。計画を策定するに当た

っては、医療、福祉関係分野を中心として構

成する介護保険計画事業策定委員会にお諮り

し、パブリックコメントを経て、先日、答申

が行われたところであります。 

   第９期介護保険事業計画策定のために実施

した、独自推計により求められた今後の町の

推計人口でございますが、令和５年９月30日

現在の総人口１万7,086人から、今後、減少傾

向で推移する見込みとなっております。令和

７年、2025年には１万6,426人、令和22年、2040

年には１万1,379人と推定されております。同

様に、65歳以上の高齢者人口につきましても、

令和５年９月30日現在の6,652人から、今後、

減少傾向で推移し、令和７年、2025年には

6,614人、令和22年、2040年には5,372人と推

計されております。また、高齢化率につきま

しては、令和５年の38.9％から令和22年には

8.3ポイント増の47.2％になると推計されて

おります。 

   今後、介護サービスの利用拡大や15歳以上

65歳未満の生産年齢人口の減少に伴い、将来、

サービスの担い手である介護人材が不足して

いくことが全国的に懸念されております。町

内の入所系施設であります特別養護老人ホー

ム、介護老人保健施設の４施設にも確認を行

ったところ、それぞれの事業所の人員配置基

準を満たしており、現時点においては、介護

人材が不足しているということはないと認識

しているところであります。しかしながら、

今後、退職者が出るなどした場合、職員の新

規募集への応募について危惧しているという

声があることも確認しているところでありま

す。また、介護職員の負担軽減等にもつなが

る介護ロボット・ＩＣＴ等のテクノロジーを

導入することにより、生産性向上の取組をよ

り一層推進していく必要もあると考えており

ます。 

   ２点目の高齢者人口のピークを見据えたサ

ービス基盤、人的基盤の整備について申し上

げます。 

   全国的には、高齢者人口は2040年頃をピー

クに迎えると予測されておりますが、町の第

９期介護保険事業計画では、65歳以上の高齢

者人口につきましては、令和２年９月の6,657

人をピークに令和６年までほぼ横ばいで推移

し、その後、減少傾向で推移していくことが
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推計されております。その中でも、75歳以上

の後期高齢者につきましては、令和３年、2021

年の3,443人から、令和12年、2030年の3,929

名まで増加し、その後減少に転じ、令和22年、

2040年に3,503人まで減少すると推計してお

ります。また、要支援、要介護認定者数につ

きましては、令和５年、2023年の1,143人から

令和22年、2040年までほぼ横ばいで推移する

と推計されております。 

   そうしたことから、現在、介護サービス基

盤は整っているものの、今後、本町において

75歳以上の後期高齢者数がピークを迎えると

予測される令和12年、2030年に向けて地域包

括ケアシステムを推進していくためには、県

や事業所と連携しながら、介護分野で働く人

材の確保・育成を進めていくことが重要と認

識しております。 

   令和６年３月に山形県が作成したやまがた

長寿安心プランによりますと、利用者100人当

たりの介護職員数の見込みと、各市町村のサ

ービス利用者の見込みから求める介護職員の

需要推計値と、離職率、介護分野への再就職

率、入職者数など、それぞれの見込みを基に

計算した供給推計値により、2040年には7,271

人の介護職員が不足すると見込まれておりま

す。 

   このような状況に対応するため、県で策定

した県介護職員サポートプログラムの中では、

介護職への理解促進、育成・確保、定着・離

職防止、介護技術・知識の向上、雇用環境の

改善、この５つを柱に掲げ施策を展開してお

りますが、県のみならず関係機関、国、市町

村、養成・教育機関、介護事業所などの団体

による役割分担及び連携・協働により、介護

職員をサポートする事業を総合的かつ一体的

に取り組むことが重要だとされております。 

   県では、介護職員が誇りを持って介護業務

に携わることができるように、サポートプロ

グラムの一環として、介護職員の魅力を発信

する「やまがた介護プライドキャンペーン」

を推進しておりますが、本町におきましても、

現職の介護職員が認知症キャラバンメイトと

して講師となり、認知症についての理解を広

める認知症サポーター養成講座を実施するこ

とで、将来介護人材となり得る町内の児童へ

認知症についての知識と介護職の魅力を伝え

ております。今後ともこの取組を継続させ、

介護職の魅力を発信してまいりたいと考えて

おります。 

   ３点目の介護予防のための健康づくり施策

の充実と介護人材の確保について申し上げま

す。 

   介護予防のための健康づくり施策の充実に

つきましては、今年度策定した河北町高齢者

福祉計画・第９期介護保険事業計画で、４つ

の基本目標のうちの一つである「高齢者の自

立支援、重度化防止の促進」で施策を展開し

ていくこととしております。本計画で推計し

た75歳以上の後期高齢者率は、令和５年、2023

年の21％から令和22年、2040年には30.8％に

なると推計されております。介護予防事業を

進めていくことは健康寿命の延伸にもつなが

り、さらには、要支援の状態から要介護状態

に至る流れを緩やかにできると考えられるこ

とから、重度化防止の取組として重要なこと

であると認識しております。 

   これまで町では、運動習慣継続の必要性や

栄養改善、口腔ケア、認知症の予防を目的と

した様々な教室を開催しております。多くの

方に参加していただいております。また、今

年４月からは、居場所と言われております、

住民が主体となって運営する通所型サービス

Ｂにつきまして、開催日数を増やす予定とし

ております。さらなる参加者数の増加が見込

まれると考えております。 

   介護人材確保への対応策といたしましては、
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県が山形県介護職員サポートプログラムに基

づき総合的かつ一体的な介護職員支援策を展

開しております。町としましても、介護サー

ビスの安定供給、維持のために、県と連携し

ながら、介護人材の確保、定着に向けて連携

してまいります。 

   また、先ほども申し上げましたが、将来人

材確保につながる事業として、小学校の高学

年を対象とした認知症サポーター養成講座の

開催の継続、町内介護事業所の実態調査の実

施に加え、処遇及び職場環境改善による離職

防止の対策、外国人介護人材の受入れ環境の

整備など、取組を事業所と一体となって推し

進めていきたいと考えております 

   介護現場の生産性向上の取組につきまして

は、国で定めた第９期介護保険事業計画基本

指針において、県が主体となって地域の実情

に応じて進めていくことが重要とされており

ます。県が実施する施策の事業者への周知を

行うなど、県と連携し対応してまいります。 

   ４点目の介護保険制度の改正による高齢者

への影響について申し上げます。 

   介護保険制度につきましては、高齢化の進

展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の

長期化など介護ニーズが増大する一方、核家

族の進行や介護する家族の高齢化など、要介

護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況が変

化し、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕

組みとして、平成12年、2000年に施行された

制度であります。これまでも、人口構造や社

会経済状況の変化を踏まえ、地域包括ケアシ

ステムの深化・推進、自立支援・重度化防止

に向けた対応、良質な介護サービスの効率的

な提供に向けた働きやすい環境づくりなど、

様々な観点から制度が改正されております。 

   令和６年４月に施行予定であります介護保

険制度の主な改正点といたしまして、65歳以

上の方である第１号被保険者保険料の段階を

標準９段階から標準13段階とすることによる

低所得者の保険料の軽減、介護職員の処遇改

善を目的とした介護報酬の改定であります。

保険料につきましては、段階を細分化するこ

とで高所得者層からの保険料を低所得者層に

充てる仕組みとなっていることから、低所得

者層の保険料は軽減されることになります。 

   また、町では、このたびの第９期介護保険

事業計画において、第１号被保険者保険料の

基準額を据え置くこととしており、多数の方

にとって保険料の負担増とはならない予定で

あります。 

   河北町高齢者福祉計画・第９期介護保険事

業計画策定のために令和５年に実施した在宅

介護実態調査では、介護のための離職に関す

る質問で、「介護のために仕事を辞めた家族・

親族はいない」との回答が94.1％、主な介護

者の就労継続の可否に関する質問では、「問

題なく続けていける」との回答が30.2％、「問

題はあるが何とか続けていける」との回答が

53.5％ありました。一方、「続けていくのは

やや難しい」との回答が14.0％あったことか

ら、在宅での介護の負担軽減に関する取組を

継続していく必要についても認識していると

ころであります。介護保険制度では、要介護

度に応じて在宅で利用できる介護サービスが

ございますので、仕事と介護が両立できるよ

う、介護者の負担軽減につなげていただきた

いと思っております。 

   現在、町では、在宅で介護をされている方

に対して様々な施策を実施しており、介護者

が適切な介護知識、技術習得のための家族介

護教室や、要介護４または５の在宅で介護し

ている家庭が介護疲れを癒やし、介護者相互

の交流を図る家族介護者交流事業なども実施

しております。 

   今後とも、介護サービス利用者の声に耳を

傾けながら、よりよい介護サービスの提供に
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努めてまいります。あわせて、制度要望につ

いては、介護保険制度の安定的運営を図るた

めの財政支援や、介護人材確保対策など要望

しているところであり、引き続き、県町村会

等と連携をしながら対応してまいります。 

   次に、会計年度任用職員についてお答えい

たします。 

   質問要旨の会計年度任用職員の処遇改善に

ついて申し上げます。 

   会計年度任用職員は、令和２年４月の地方

公務員法の改正により導入され、従来の臨時

職員や嘱託職員に代わって設置された非常勤

の地方公務員であります。この改正によって、

非常勤の地方公務員の任用形態や服務規律等

が整備され、職務給の原則に基づき、その職

種の複雑、困難及び責任の度合いに応じて常

勤職員の給料表を基に給与を決定し、勤務条

件により期末手当を支給可能とするほか、継

続して任用する場合は一定の昇給も可能とし

ております。また、年次有給休暇に加えて特

別休暇の取得も可能としているところであり

ます。 

   会計年度任用職員は年度の範囲内で任用す

る制度であり、採用に当たっては、平等取扱

いの原則を踏まえ、年齢制限を設けない公募

により、書類審査及び面接による選考試験を

経て決定しております。人材確保及び雇用の

安定を図る観点から、客観的な能力実証によ

り２回まで更新を可能とし、その後、公募の

結果により再任用も可能としております。 

   行政需要の多様化に対応し安定的にサービ

スを提供するために、会計年度任用職員の専

門性、継続性を踏まえた任用は必要不可欠で

ありますが、競争試験による採用を基本とす

る常勤職員とは異なる任用制度であります。

常勤職員の採用においては、社会人経験者枠

も設定しており、会計年度任用職員の方も受

験しやすい制度であります。多くの方に受験

していただければと考えております。 

   また、令和６年度当初予算（案）において、

会計年度任用職員に勤勉手当を支給するため

の予算を計上しております。 

   今後とも、国県の動向も踏まえながら、会

計年度任用職員の処遇改善に努めてまいりま

す。 

   次に、住宅リフォーム事業についてお答え

いたします。 

   １点目の町内における耐震診断と耐震改修

の状況について申し上げます。 

   本町では、平成22年から河北町建築物耐震

改修促進計画に基づき、木造建築物の所有者

に対し、耐震診断士を派遣し耐震診断を実施

することで、木造建築物の地震に対する安全

性の向上を図り、震災に強いまちづくりを推

進することを目的とした河北町木造建築物耐

震診断士派遣事業を実施しております。 

   この事業は、町で派遣する耐震診断士が建

物の調査・診断を行い、地震による倒壊の危

険性があるかを評価し、診断結果に基づいて、

必要に応じて補強方法や概算工事費について、

改修に当たり助言する事業であります。町で

は、その派遣に要する費用の一部を補助金と

して交付しております。 

   実施の状況でございますが、これまで20件

の実績があり、内訳は、一般住宅で６件、避

難所となっている自治公民館で14件となって

おります。 

   また、耐震診断士派遣事業の診断結果を基

に、木造住宅の地震による被害軽減を目的と

した耐震改修を行う事業に対する補助金制度

を創設しておりますが、こちらの事業につい

ては、これまで補助金を活用した実績はござ

いません。 

   その理由といたしましては、住宅支援事業

として実施している河北町持家住宅促進事業

費補助金のこの制度の中で、この耐震に関わ
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る事業の対象事業として減災対策工事もある

ことから、こちらの制度を活用される方が多

いためと考えております。 

   この制度は、町民の居住環境の整備と町内

建築関係業界の振興及び雇用の拡大による景

気浮揚も図る目的もあり、年度内に１度の活

用としていることから、次年度も同制度を活

用できるなど、耐震改修を計画的に実施して

いく上で非常に活用しやすく、また、地元の

業者に対しても地域経済への波及効果に大き

な影響を与えるものとなっております。 

   耐震改修につきましては、来年度からは、

防災ベッドや耐震シェルター設置などの要件

の拡充を予定しており、住民のニーズに応え

られるよう多様な制度を活用しながら、耐震

対策を推進してまいります。 

   ２点目のリフォーム助成事業の拡充につい

て申し上げます。 

   リフォーム助成事業といたしましては、1

点目でお話しした河北町持家住宅促進事業費

補助金制度が住宅支援事業となります。制度

の内容といたしましては、町内で自ら所有し

居住する住宅について、地元の業者を利用し

て建物の新築や増改築等リフォーム工事を行

う場合に補助金を交付するものであり、１件

当たり50万円以上の工事が対象の工事となり

ます。町単独の補助額は最大50万円で、補助

率は５％となっております。 

   リフォーム助成事業の上乗せ分として県と

町の協調分の工事要件があり、その要件は大

きく分けて、減災対策工事、寒さ対策・断熱

化工事、バリアフリー改修工事、克雪改修工

事、県産木材使用改修工事、この５項目でご

ざいます。これらの要件を満たす工事を施工

する場合、町単独分の補助額に県と町協調分

の補助額が上乗せされた合計額が補助金とし

て交付され、補助額は最大65万円まで拡充さ

れます。 

   また、水害対策として、高床式住宅の建築

や、住宅の２階以上の部分に風呂・トイレ・

台所など独立した住宅機能を有する設備を増

築する工事を施工する場合や、豪雪対策とし

て、1.2メートル以上の積雪荷重に耐える耐雪

式住宅の建築などの工事を施工する場合には、

さらに補助金が上乗せされます。 

   このように、住宅の建築及びリフォーム等

に対する助成事業については、県と連携しな

がら補助対象を拡充し、多種多様な工事内容

に対応した補助制度として実施しております。 

   住宅リフォーム等の助成事業は、町民の居

住環境整備において大きな役割を果たす事業

でございます。今後も、町内建設関係事業者

から制度の周知活動を行っていただくととも

に、町といたしましても、広報やホームペー

ジ等において制度の周知・啓発活動を継続し

ながら事業を推進してまいります。 

   次に、雪押し場の確保と流雪溝のさらなる

活用についてお答えいたします。 

   １点目の雪押し場の確保状況について申し

上げます。 

   町では、町道除雪を円滑に進めるため、多

くの雪押し場を確保するよう努めております。

毎年10月頃、土地所有者との合意形成も含め

て、各地区に雪押し場の確保について依頼を

しております。提供数は年々増加していて、

令和５年では約80か所の民地を雪押し場とし

て提供していただいております。 

   ２点目の流雪溝の利用による除雪負担軽減

について申し上げます。 

   町では、一部の水路を土地改良区等と協議

して流雪溝として利用、管理しているところ

はございますが、新たに流雪溝等として整備

するには、水量の確保、側溝の幅や側溝に雪

が詰まらないようにする利用時のルール制定

などの条件を検討する必要がございます。ま

た、既存の道路側溝は、基本的に道路表面の
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雨水や排水等を処理する施設でございますの

で、いろいろな条件を満たしているか確認が

必要になってまいります。さらに、用水路や

排水路に関しては、土地改良区などや流域全

体の住民とも協議が必要になってまいります。 

   既に側溝を雪の処理のために利用している

場合は、雪を詰まらせないように、側溝内の

水量や下流の状況を確認し、地域で話し合い

ながら処理するよう呼びかけております。 

   いずれにしましても、側溝等のコンクリー

ト蓋を開閉式のグレーチング蓋などに交換し

流雪溝として利用したい場合は、町に相談し

ていただき、町といたしましても、現場を確

認させていただき、地区の利便性や設置の必

要性を十分考慮し、検討してまいります。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。再

質問に入ります。 

   「５番石垣光洋議員」 

○５番（石垣光洋議員） 再質問を行います。 

   河北町議会の丹野議長は、全国豪雪地帯町

村議会議長会会長です。令和５年11月29日の

第48回豪雪地帯町村議会議長全国大会要望書

では、令和６年度豪雪地帯の振興に関する要

望の中に、冬期交通・通信の確保の中で、雪

に強いまちづくりを推進するため、消雪施設

の整備、流雪溝等の整備を行うこととありま

す。国に対する整備の要望ではありますが、

河北町としても高齢化で除排雪が大変になる

中、検討し、国や県に対して要望すべきであ

ります。 

   実際に流雪溝を設置している自治体の例を

見てみますと、渇水期でもあり、流量の問題

もあります。また、新たに流雪溝を整備する

と、地区で流雪溝を使うルールなど定めてい

く必要があるなど、地区の理解も必要になっ

てくるようです。 

   河北町では、農業用水や排水路が住宅地に

入ってきて、最上川に流れていきます。用水

路や排雪路が住宅地に入っている場合は、河

北町の管理となるのかお伺いします。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 お答えします。 

   河北町の中の住宅地に入る用水路や排水路

の管理の件についてでございますが、町の管

理ですとか改良区の管理等、また、法定外の

管理等もございます。全部が町の管理という

わけではございません。 

○丹野貞子議長 「５番石垣光洋議員」 

○５番（石垣光洋議員） 今の答弁だと、その場

所場所によっての管理ということみたいです

けれども、もし改良区との協議が必要であれ

ば、各地区の住民にとっては生活の場であり

ますので、どちらが担当ということでも、や

はり結構聞かれますので、問題となって、結

局、地区に入ってきた用水路、排水路は、結

局、区長さんとかそこら辺の人たちが、区の

役員とかそういう人たちが苦労しながら整備

とかやっている状況があります。そういうの

も含めて、生活の場でありますので、ちょっ

と不都合が出てくるような場所については、

改良区ともよく相談していただきたいと思い

ます。とにかく、改良区の総代会の前とかで

すと、地区の実行長とかそういう方に対して

改良区の総代資料が示されて、総代資料とい

うことで説明を受けることがあります。その

中で、改良区の用水路、排水路についての地

図も示されます。その中で、聞いている人の

ちょっと理解なので異なるんでしょうけれど

も、用水路、排水路が町の住宅街に入ってき

た場合には町の管理ではないのかというよう

な意見が度々出てくるような状況です。そう

いう点についてちょっと、改良区と、もしそ

ういう点で町の考えというか、町民が受け取

るのにちょっと勘違いするような状況であり

ますので、そこら辺、改良区との話合いをち
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ょっと明確にしていただいて、町民が相談、

要望に来たときにちゃんと説明できるように

お願いしたいと思いますが、考えを伺います。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 確かにいろいろな水路

があって、なかなか町民の方には分かりづら

いと思いますので、今後、改良区ともよく協

議し、管理区分等のほうを明確にしていきた

いと思っております。 

○丹野貞子議長 「５番石垣光洋議員」 

○５番（石垣光洋議員） 次に、ケアマネジャー

不足について伺います。 

   現行の制度では、ケアマネジャーなくして

は介護保険サービスは利用できない仕組みで

す。介護支援専門員、ケアマネジャーの安定

的な確保を図るため、処遇を改善することが

必要と考えます。ケアマネジャー不足により、

介護保険を利用できずに困っている老人や、

その家族がいるのではないかと案じます。答

弁では、パーセントまで含めて満足というか、

そんなに今のところ現状で不安がないような

答弁ではありましたけれども、ケアマネジャ

ー不足のために困っている家庭まで行き届い

ていっていないのではないかと考えるので、

ここで再質問をさせていただきます。 

   ケアマネジャーの不足の背景として、幾つ

もの要因から引き起こされる問題ですから、

例えば介護報酬を上げるだけでは解決できる

はずがありません。そもそもの賃金などが決

してよいとは言えない業務であることに加え

て、さらに業務内容がハードな仕事をやりた

い人が増えるはずがありません。介護保険事

業計画は、介護給付等、対象サービスの量の

見込みを定めることとなっており、計画にも

記載されております。一方で、その必要なサ

ービスをいかに確保するかという確保策につ

いては、介護保険法では努力義務にとどめて

いる状態です。人材をいかに確保するかとい

うことが非常に大きくなっていくと思われま

す。 

   答弁では、介護人材の確保、定着に向けて

連携していくということです。人材確保につ

いて県や国に求めていくべきですが、考えを

伺います。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 それでは、先ほどの町長

答弁とも重なる部分はあるのですが、今般、

国の厚生労働省の令和６年度介護報酬改定の

概要というものが出されました。その中に、

良質な介護サービスの効率的な提供に向けた

働きやすい職場づくりという項目を掲げてお

ります。これは、介護人材不足の中でさらな

る介護サービスの質の向上を図るため、処遇

改善や生産性向上による職場環境改善に向け

た先進的な取組を推進するという内容でござ

います。 

   具体的には、介護職員の処遇改善というも

のが、令和６年、７年度と具体的な数字、何％

ということの明確な目標を掲げた上で、処遇

改善が挙げられております。 

   あと、２つ目としては、生産性の向上を通

じた職場環境づくりということでありますが、

これは今後、現場での課題を抽出、分析した

上で、サービスの質向上、あと負担軽減の方

策検討するための委員会の設置を今度義務づ

けるという内容でございます。 

   あともう一つが、この項目としては、効率

的なサービス提供の推進ということでありま

して、これ見守り機器等のテクノロジー、あ

とＩＣＴですね、それらを複数活用して、職

員間の適切な役割分担の取組等で質を確保す

るとともに、職員の負担軽減を図るものとい

う内容でございます。 

   あと、それにプラス介護ロボット、先ほど

も申し上げましたＩＣＴも絡んでくるんです

けれども、それらの内容がこの良質な介護サ
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ービスの効率的な提供に向けた働きやすい職

場づくりという中の大きな項目の一つになっ

ておるところでございます。 

   また、県でも、先ほども申し上げたんです

が、県介護職員サポートプログラムというも

のの中で、ちょっと重なるんですが、介護職

員への理解の促進、あと育成の確保、あと離

職の防止、技術知識の向上、雇用環境の改善

等をうたいまして、それらを具体的にはやま

がた介護プライドキャンペーンの中で実施の

ほうを展開しておるところでございます。 

   町におきましても、学齢期において認知症

サポーター養成講座などで介護職の魅力を伝

えるということが、小さい頃から伝えていく

ということが非常に将来につながるというこ

とから、そういった事業を今後も展開してい

くというふうに考えております。 

   国と県と町とあと事業所、それらの連携の

下に行うということが重要なことでありまし

て、さらには事業所の実態なども正確に捉え

ながら、総合的、一体的に推進していければ

なと思っているところでございます。 

   以上でございます。 

○丹野貞子議長 「５番石垣光洋議員」 

○５番（石垣光洋議員） いろいろな関係機関と

の連携ということでの答弁でした。そういう

ことで、各町民に対して、よりよい医療、介

護施策を行っていただきたいとは思いますが、

介護保険については、介護保険そのものが破

綻するかもしれないというふうに危惧してお

ります。年金や医療保険では、保険料は払っ

たが給付は受けられないという事態にはまず

ならないとは思いますけれども、しかし、同

じことを介護保険に期待できるのかどうかは

怪しくなってきております。もちろん、要支

援・介護にならなければ、介護保険料は掛け

捨てにはなりますけれども、しかし、介護サ

ービスが必要であるにもかかわらず、それが

受けられないのでは困ることになります。国

や町、地方公共団体は、何とか約束どおりの

介護サービスを確保できるよう努力を続けて

いくべきですが、考えを伺います。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 将来的に介護サービスの

確保に向けた取組を続けていくべきだがとい

うふうなことでの考え方だと思いますが、町

では、３年に１度、介護保険事業計画を策定

することになっておりまして、このたびも令

和６年から令和８年度までの第９期介護保険

事業計画を策定し、お示ししたところでござ

います。 

   この計画を策定するに当たって、将来の高

齢者人口の推計、あと要介護支援者、支援関

係の人口の推計、あとそういったことから必

要なサービス量を見込みまして、それらを推

計し、それに応じた介護保険料を定めるもの

でございます。それに定めることによって、

一定のサービスというものを想定しておるこ

とでございます。 

   このような考え方を基にサービスを展開し

ていくことは、介護保険制度の基本的な理念

であります自立支援と尊厳の保持というもの

を基本としつつ、特に、自立支援という考え

方の中では、元気な高齢者でいること、介護

状態に、介護予防のほうですね、そちらに、

重要視しながら、本当に、介護予防のほうで

本当に介護状態のほうにならないということ

が、今後、本当にサービスを受けなければな

らない人が全て望むサービスを受けられるこ

とにつながっていくのではないかと考えてお

ります。 

   それらも含めて、国、県、事業所などと連

携しながら推し進めていきたいと思っており

ます。 

   以上でございます。 

○丹野貞子議長 「５番石垣光洋議員」 
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○５番（石垣光洋議員） よろしくお願いをした

いと思います。 

   次に、非正規職員の安定雇用についてお伺

いをいたします。 

   今朝の山形新聞に、自治体、増える非正規

職員、５人に１人不安定雇用という記事があ

りました。記事にもありましたけれども、一

時的な業務増への対応や短時間勤務のニーズ

を満たすため、非正規職員は行政事務の遂行

に必要だとは思います。それとは別に、町役

場は、地元の雇用、勤め先ということでは大

きな部分を占めています。安定した勤め先が

あるということだけで、生活、人生設計が成

り立ちます。 

   ２回までの更新を可能とし、再任用も可能

としているということでございますけれども、

より一層、非正規職員の安定雇用については

より一層考慮すべきと考えます。町の考えを

伺います。 

○丹野貞子議長 「須藤防災・危機管理監兼総務

課長」 

○須藤俊一防災・危機管理監兼総務課長 いわゆ

る会計年度任用職員の安定雇用という観点だ

と思われます。町長のほうの答弁にもござい

ましたけれども、会計年度任用職員とは非常

勤の地方公務員という位置づけの中で、今、

石垣議員が言われたように、会計年度任用職

員のほうの雇用形態というのは、会計年度１

年単位での雇用契約といったことになってい

ます。しかしながら、原則１年とはいうもの

の、最長、働きぶり、あるいは業務の知識、

習熟といった、そういったものを加味しなが

ら、本人の意向なども加味して、最長で２回

更新することができると、そういった内容に

もなっております。 

   石垣議員おっしゃるように、安定した雇用

という部分ではあれです、当然、働く方の身

になれば、そういった目線もあります。また、

町民のほうの公平性という観点から、雇用を

広く周知した中で適切な方を雇用するという

ような、そういった考え方もありますので、

引き続き、会計年度任用職員の制度そのもの

を、引き続き、制度運用引継ぎながら、しっ

かりと対応していく必要があるのかなと思っ

ております。 

○丹野貞子議長 「５番石垣光洋議員」 

○５番（石垣光洋議員） 会計年度任用職員につ

いて、単年度の契約ということでした。あと、

行政の仕事量としても、そのときそのときで

仕事量が違ってくるのでということは理解し

ております。また、この非正規職員というの

が始まる前にも、やはり地方自治法では、職

員に対しては仕事がなくなれば解雇できるよ

うな条文もありましたけれども、それに比べ

て、ちょっと、そういう点からすれば、やは

り、この単年度契約、契約という点から見れ

ばそうなんだろうと思いますけれども、より

働き続けられるように、会計年度職員の方に

対しても説明をしていただきたいと思います。

より働きやすい状況ということでお願いをし

たいと思います。 

   あと最後に、耐震改修についてお伺いしま

す。 

   来年度から、防災ベッドや耐震シェルター

設置等、要件の拡充を予定しているという町

長の答弁でした。耐震ベッドについては、何

年か前、同僚議員からも一般質問でありまし

たけれども、これは、家屋が倒壊したときも

安全を守れる防災ベッドなのか、最後にお伺

いしてみたいと思います。お願いします。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 耐震ベッドについてお

答えします。 

   今、議員がおっしゃるとおり、鉄のアーチ

で囲んだベッドを設置する。すると、もし天

井が落ちてきても寝ている方は守られるとい
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うような構造になっているものを耐震ベッド

といいまして、今回それの拡充を行うという

ことを考えているところです。 

   以上、お答えします。 

○丹野貞子議長 「５番石垣光洋議員」 

○５番（石垣光洋議員） 以前、同僚議員が質問

したことが実現できたということで、感謝し

て終わります。 

○丹野貞子議長 以上で、５番石垣光洋議員の一

般質問を終わります。 

   以上で一般質問を終わります。 

   ここで暫時休憩とします。 

     休 憩  午後１時４６分 

     再 開  午後１時４７分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   日程第２、議案の審議、採決を行います。 

   議事の都合上、令和６年度当初予算に関す

る議案について先議します。 

   最初に、議第18号組織機構改編に伴う関係

条例の整備に関する条例の設定についてを議

題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「須藤防災・危機管理監兼総務課長」 

○須藤俊一防災・危機管理監兼総務課長 議第18

号組織機構改編に伴う関係条例の整備に関す

る条例の設定についてご説明申し上げます。 

   この条例は、まちづくりに向けた組織目標

の明確化と、関連施策の実効あるまちづくり

推進体制の強化、子育て支援体制の充実や強

化を図るため組織機構の改編を行うことから

設定するもので、あわせて、上下水道課の公

営企業化に伴う見直しでございます。 

   第１条は、河北町課制条例の一部を改正す

るものであります。同条例中第１条に定める

課の設置については、まちづくり推進課をく

らし応援課に改め、こどもみらい課を新設し、

上下水道課を削除するものであります。 

   同じく、第２条に定める各課の分掌事務に

ついて、くらし応援課及び健康福祉課の分掌

事務整理を行い、新設するこどもみらい課に

ついて、子育て、母子保健に関する事項を加

えるものであります。 

   第２条は、河北町子ども・子育て会議条例

の一部を改正するものであり、同条例中、第

８条に定める同会議の庶務をこどもみらい課

と改正するものであります。 

   なお、この条例について、この施行日を令

和６年４月１日としているところであります。 

   以上、よろしくお願い申し上げます。 

○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第18号組織機構改編に伴う関係

条例の整備に関する条例の設定については原

案のとおり可決しました。 

○丹野貞子議長 次に、議第21号河北町特別職に

属する者の給与等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「須藤防災・危機管理監兼総務課長」 

○須藤俊一防災・危機管理監兼総務課長 議第21

号河北町特別職に属する者の給与等に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてご

説明申し上げます。 

   空き家等対策協議会委員の身分を地方公務

員法第３条第３項第２号に規定する特別職の
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非常勤職員とすることに伴い、同条例中第７

条で定める非常勤の職員に対する報酬の額に

関し、その額を定める別表第３に新たに空き

家等対策協議会委員の報酬額について規定す

るものであります。 

   なお、この条例については、その施行日を

令和６年４月１日としているところでありま

す。 

   以上、よろしくお願い申し上げます。 

○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第21号河北町特別職に属する者

の給与等に関する条例の一部を改正する条例

の制定については原案のとおり可決しました。 

○丹野貞子議長 次に、議第22号河北町会計年度

任用職員の勤勉手当の支給に伴う関係条例の

整備に関する条例の設定についてを議題とし

ます。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「須藤防災・危機管理監兼総務課長」 

○須藤俊一防災・危機管理監兼総務課長 議第22

号河北町会計年度任用職員の勤勉手当の支給

に伴う関係条例の整備に関する条例の設定に

ついてご説明申し上げます。 

   この条例は、地方自治法の一部改正に伴い、

フルタイム及びパートタイムの会計年度任用

職員に対して勤勉手当を支給するため設定す

るものであります。 

   第１条は、河北町会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一部改正であり

ます。 

   同条例中、第２条は、会計年度任用職員の

給与に関する勤勉手当を定めるものでありま

す。 

   第４条は、フルタイム会計年度任用職員の

給料における勤勉手当の取扱いを定めるもの

であります。 

   第17条は、文言の整理を行い、第17条の２

は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当

について、支給日、勤勉手当基礎額及び支給

割合、支給総額を定めるものであります。 

   第18条は、パートタイム会計年度任用職員

に支給する報酬及びその取扱いを定め、文言

の整理をするものであります。 

   第22条は、文言の整理を行い、第22条の２

は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手

当について、支給日、支給割合、支給総額を

定めるものであります。 

   第２条は、河北町職員の育児休業に関する

条例の一部改正であります。 

   同条例中、第７条は、育児休業している会

計年度任用職員の勤勉手当の取扱いを定める

ものであります。 

   なお、本条例は、その施行日を令和６年４

月１日としているところであります。 

   以上、よろしくお願い申し上げます。 

○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 
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   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第22号河北町会計年度任用職員

の勤勉手当の支給に伴う関係条例の整備に関

する条例の設定については原案のとおり可決

しました。 

○丹野貞子議長 次に、議第25号河北町介護保険

条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 議第25号河北町介護保険

条例の一部を改正する条例の制定についてご

説明申し上げます。 

   今般の条例改正は、このたび策定いたしま

した第９期介護保険事業計画に基づき、令和

６年度から令和８年度までの３か年の保険料

を設定するものであります。 

   保険料率は、これまで所得段階と負担割合

を勘案して全部で10区分に設定しておりまし

たが、介護保険法施行令の改正に基づき、国

で定めた標準13区分に設定するものでありま

す。 

   第２条第１項は、第９期介護保険事業計画

の計画期間である令和６年度から令和８年度

までの保険料について規定するものでありま

す。 

   第２条第１項第１号は、介護保険法施行令

第38条第１項第１号に掲げる者、いわゆる所

得段階の第１段階で年額３万3,743円、第２号

は第２段階で年額５万800円、第３号は第３段

階で年額５万1,170円、第４号は第４段階で年

額６万6,744円、第５号は第５段階で年額７万

4,160円、第６号は第６段階で年額８万8,992

円、第７号は第７段階で年額９万6,408円、第

８号は第８段階で年額11万1,240円、第９号は

第９段階で年額12万6,072円、第10号は第10

段階で年額14万904円、第11号は第11段階で年

額15万5,736円、第12号は第12段階で年額17

万568円、第13号は第13段階で年額17万7,984

円に改正するものであります。 

   ただし、第２条第２項において、令和６年

度から令和８年度における第１段階の年額保

険料は、第１項第１号の規定にかかわらず２

万1,136円とするものであります。 

   また、第２条第３項においては、令和６年

度から令和８年度までの第２段階の年額保険

料は、第１項の第２号の規定にかかわらず３

万5,968円とするものであります。 

   さらに、第２条第４項において、令和６年

度から令和８年度までの第３段階の年額保険

料は、第１項の第３号の規定にかかわらず５

万800円とするものであります。 

   第４条第３項は、賦課期日後において第１

号被保険者の資格取得、喪失等があった場合

について、介護保険法施行令第38条第１項の

改正に伴い改正するものであります。 

   附則といたしまして、この条例は令和６年

４月１日から施行し、令和５年度以前の年度

分の保険料につきましては、なお従前の例に

よるとするものであります。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 
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   賛成全員であります。 

   よって、議第25号河北町介護保険条例の一

部を改正する条例の制定については原案のと

おり可決しました。 

○丹野貞子議長 次に、議第31号河北町定住促進

住宅条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 それでは、議第31号河

北町定住促進住宅条例の一部を改正する条例

の制定についてご説明申し上げます。 

   本議案につきましては、河北町定住促進住

宅の居室を近年のライフスタイルに合った間

取り、設備にリノベーションをして、移住定

住世帯や若者や子育て世帯等を呼び込むため、

実施を予定しております。 

   このリノベーションで住みやすさの向上や

付加価値を向上させることに見合う新たな家

賃を定めるため、河北町定住促進住宅条例の

一部を改正するものであります。 

   主な改正の内容としましては、第２条で、

新たにリノベーションルームを定義しており

ます。 

   また、第12条で、新たに定義されたリノベ

ーションルームの家賃を定めるものです。 

   なお、この条例につきましては、その施行

日を令和６年４月１日からとしているところ

でございます。 

   以上、よろしくお願いします。 

○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （10番の通告あり） 

   確認します。10番林智議員ですね。 

   それでは、「10番林智議員」 

○10番（林智議員） 以前に説明を受けてはいる

んですが、新たに河北町の人口を増やすため

ということで、リノベーション及びその家賃

ということですが、説明では、家賃のこれか

らの20年程度の中での費用弁償というか、そ

ういった形での費用負債ということで聞いて

いますが、やはり施設的に管理費等、管理人

さん、会計年度さんの管理人等置きながらや

っている部分もあるので、その辺のほうのし

っかりした検討、やはり残る、ほかの入居者

に負担にならないように、町の負担にだけな

らないような検討をしっかりしたのか、もう

一度お聞きしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 一応ほかの住人の方に

迷惑のかからないような家賃設定で考えてい

るところでございます。 

○丹野貞子議長 10番、よろしいですか。はい。 

   以上で、10番林智議員の質疑を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立多数） 

   賛成多数であります。 

   よって、議第31号河北町定住促進住宅条例

の一部を改正する条例の制定については原案

のとおり可決しました。 

○丹野貞子議長 次に、議事の都合上、議第10号

令和６年度河北町一般会計予算について、議

第11号令和６年度河北町国民健康保険特別会

計予算について、議第12号令和６年度河北町

西里財産区特別会計予算について、議第13号

令和６年度河北町介護保険特別会計予算につ

いて、議第14号令和６年度河北町後期高齢者

医療特別会計予算について、議第15号令和６

年度河北町水道事業会計予算について、議第
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16号令和６年度河北町下水道事業会計予算に

ついて、以上７議案を一括議題とします。 

○丹野貞子議長 日程第３、予算審査特別委員会

の設置構成及び予算議案の特別委員会付託で

あります。 

   お諮りします。 

   ただいま議題に供しました議第10号から議

第16号までの７議案については、議長を除く

全議員で構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託して審査をお願いしたいと思

います。これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、議第10号から議第16号までの議案

については、議長を除く全議員で構成する予

算審査特別委員会を設置し、これに付託して

審査することに決定しました。 

   お諮りします。 

   予算審査特別委員会が終了するまで、本会

議を休会したいと思います。これに異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、予算審査特別委員会が終了するま

で本会議を休会することに決定しました。 

   これにて本会議を休会します。 

午後２時０５分  休 会 
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